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巻　頭　言�

環境性能アドバイザー　安岡 正人�

「信頼性」雑感�

　奴なら信頼できる。日本車だから信頼でき

る。裁判官は信頼できる。お役所仕事は当てに

ならない。人、者、組織、何かを信頼しなけれ

ば今の世の中生きていけないが、本当に信頼で

きるものは少い。

　信頼という概念は信じるという己の心象を他

者に投写して客体化し、頼れる存在として認知

するということか。その対象がなくて信頼でき

るのは自分だけという性悪説社会は、何も育た

ない不毛の地である。

　古来、信頼については諺、寓話の類が多い。

狼少年の何度も嘘をついて最後に本当に襲われ

たとき誰も助けてくれなかった、というのはむ

しろ例外で、長い間、営々と築いて来た信頼を

一度の裏切で失ってしまい、それを回復するに

は大変な努力と時間がかかるというのが世の常

である。

　これまで半公的組織という無菌環境で清く正

しく生きて来た免疫力のないベターリビング

に、突然襲い掛った偽装ヴィールス問題の予後

はどうなっているのか、その後の病気の予防は

十分できているのかどうか。悪意をもって意図

的に仕掛けられる不正から身を護る術も必要で

ある。古傷をむし返すようで悪いがその対策な

どを少しばかり愚考してみたい。

　患者の顔を診ないでパソコン画面の検査デー

タばかり見て、自ら診断することなく、数多く

の選択肢を示して何もわからない患者に決めさ

せるというインフォームドコンセントにこれ務

め、指はキーボードを馳けめぐらせる医者の何

と多いことか。

　形だけでも顔色をみたり、脈をとったり、聴診

器を胸に当ててもらいたいものである。それでも

ステータスシンボルのように聴診器を首からぶら

下げて、院内を活歩している医者がいる。

　さて我々技術屋はどうか。アナログメーター

の針の動きを心眼で捉え、そこだと読み取る神

業の持ち主はもう居ない。何故なら昔日の達人
よわい

も齢を重ねて動体視力がガタ落ちし、ゆらぎの

中に針を止めてみる力はもはやないし、若いデ

ジタル人間はもともと自動計測装置が機械的に

打ち出す数値を真値だと信じて疑わないからで

ある。

　溶鉱炉から銑鉄・湯を取り出す絶妙なタイミ

ングは今でも熟練工の勘に頼るところが大きい

と聞く。

　子供の頃、地面を流れる雨水や焚火の を飽

かず眺めた記憶のあるのは読書諸兄も同じだと

思われる。行く川の流れを見つめて哲学書をも

のした人もいれば、確率過程の泰斗となった学

者もいるが、私ももっと焚火をしていれば別の

道を歩んでいたかもしれない。それにしても空

襲の業火の海を逃げまどった体験はあまりにも

強烈過ぎた。

　とはいえ、燃焼というのは、化学変化や相変

化など様々な要素が絡み合って見れば見る程面

白い。自宅の庭で鰹を焼くたたきパーティを

時々やるが、藁をくべるファイヤーマン役を頼

んだ少年のきらきらと輝く目に が映ってゆら

ぐ様はとても美しい。

　こんな面白い現象を見ないで温度センサーの

検出データを後追いでみて試験成績書を出すよ

うなルーチンワークだけをこなす人間に私の孫

はさせたくない。

　生木が燃える時にシューシューと白い煙が出る

程、材料に水分があったとは思えないが、火 の

動きにそれなりの違いはあったのではないか？当

然、液相の水と気相の水蒸気が共存している間は

１気圧なら100℃を大きく超えることはない。液相

の水がなくなるところで注意深く見れば急激な温
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度上昇がある筈であり、それが異常に遅いかどう

かを見抜く力を経験豊かな試験員ならもってい

る。と言われても今までそんな偽装は一度もな

かったので体験のしようがない。

　物理的な計測から不正を暴くためには、試験

用の計測点以外に各部に温度センサーなどをつ

けてその挙動を とともにリアルタイムで注意
みまも

深く看る必要がある。

　燃料供給量、試験体の質量変化、排出ガス成

分の定量分析等を連続的に行い、試験体の組

成、含水量等の公称データと照合すれば、何が

怪しいということ位はわかりそうである。

　そうは言っても、敵？もさるもの。材料表面

近傍の温度と水蒸気圧を計り一般大気中と比較

しているとわかれば、水蒸気圧を合わせた水溶

液を含浸させる。水溶液を吸い取ってpHを計る

とわかれば、緩衝液でpHを合せる。誘電率で含

水率を計るとわかれば、炭素やフェライトを混

入し、採算を度外視しても技術者の面子にかけ

て対策を講じる。

　冗談はさて措き、基準があってそれをクリ

アーすることだけを目標にすると自動車の燃費

競争などと同じで、本当に良いものは生れて来

ないように思われる。

　特に人や建物の一生で起きるかどうかわから

ない火災や地震に対する性能は、非破壊検査が

できないし、実際に火災が発生してもほとんど

検証不可能なことから危機感が稀薄になる。

　一方、音などの環境性能は住んでみればすぐわ

かるし、非破壊検査も容易に出来ることから、ク

レームが怖くてメーカーも手抜きできない。

　もう一つの重要な側面は、建物の性能にも外

乱にもばらつきがあることに対して、確率論的

にきちんと整理され、実現の不確かさが法的に

も社会常識的にも認知されていないところにあ

る。そのことがリスク管理に対する甘さや、被

り厚訴訟などをもたらしている。

　今回の特集テーマ、「生産者とユーザーの信頼

構築」はそれに第三者機関BLの果す役割という

ところでしょうか。

　一般に三角関係はむつかしい。第三者機関はど

ちらを向いて仕事をすればよいのでしょうか。

　ユーザー側に立ってメーカーに厳しくすると

試験依頼が来なくなる。技術指導・家庭教師を

やり過ぎると、メーカー癒着といわれる。カン

ニングの奨めでなければいくら教えても試験を

厳格にやって正しい判定をすれば良い。

　しかしながら、不正・カンニングを見逃して

結果を出すと、ベターリビングとしてお墨付を

与えたことになり、その社会に対する影響は機

関の信頼性が高ければ高い程大きい。

　お上のいうことなら何でも信じる日本社会の
あぐら

上に胡座をかいて来た半公的機関の信頼性は、

もともと借り物で自から築いたものでないだけ

に、一度失われると取り戻す術を知らない。

　社会的コンセンサスを再構築することは、一

度マイナス側に墜ちたイメージをプラス側に転

じ、更に高めて行くのを自力でやらねばならな

いだけに至難の業である。今の御時勢では親方
とかげ

日の丸も自からが危いだけに蜥蜴の尻尾を助け

てはくれない。

　しかしながら信頼性構築の根幹はやはり、技

術面にあって、すぐれた実験設備、精度の高い

計測機器とそれらを的確に運用できる人材が不

可欠である。

　学会などで彼なら信頼できる、あそこのデー

タなら大丈夫というように、個人から組織へと

有機的に展開した内部構造をもち、絶えず研鑽

を重ねて文字通りベターに成長して行く、自

律、自衛作用のあるベターリビングになって戴

きたい。おっと失礼しました、私もベターリビ

ングの一員でした。

　第三者機関にとって最も忌むべきことはこの

ように当事者意識の稀薄な第三者的態度を取る

ことでしょう。私もベターリビングの一員とし

て信頼性の再構築に向けて努力して行く覚悟で

す。とは言え、口ばかりか手まで出すアドバイ

ザーは煙たがられそうですね。

　繰り返しになりますが、試験をやるのは測定

器ではなく人間です。機械の下僕になり下って

はいけません。実態を見、聞き、嗅ぎ分ける全

人的能力・感性を日頃から培って行く必要があ

ります。

　最近の高官の汚職や偽装問題の根底にあるの

は、自尊心の欠如のように思われます。渇して

も盗泉の水は飲まない、自分を安売りしない技

術者マインドを大切にして行きたいものです。

暴言多謝。
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構造・材料試験部長　藤本 　効�

技 術 解 説�

生産者とユーザーの信頼構築�
－信頼される機関とは－�■ 　 　　　　　　　　　　　　　　■ �

　「信頼」と「信用」、似た言葉であるが意味は多

少違うようである。「信用」は、相手が示す結果

が悪いものとならない程度の二者関係であり、

「信頼」は、相手の能力を信じ有益な結果を期待

する関係を期待する言葉である。

　信頼は、信用に比べ心理的要因に支配されがち

であり、数値や物理データだけで判断しにくい（判

断しない）もののようである。組織およびそれを構

成する人のスキルが相手の要求している水準以上

であるだけで信頼を構築することは困難であり、

これらに加えて「説明」、「情報開示」、「相互理解」

等が必要となると言われている。

　第三者試験機関（以下、試験機関）は、信用さ

れることが最低限満たさなければならないこと

（義務）であり、その上で信頼を得るよう努めな

ければならない。

　数十カ国を対象に行った組織・制度に対する信

頼度の調査結果によると、日本においては「信頼す

る」の割合が、新聞・雑誌等（70％）、自衛隊（62

％）、警察（48％）、国連（46％）、労組（34％）、行政

（29％）、大企業（25％）、国会（20％）、宗教団体（9

％）の順となっている。参考までに米国では、新

聞・雑誌は最も信頼度が低く（26％）、軍隊、警

察、宗教団体が最も高い結果となっている。日本

の報道機関は、信頼度の高い情報を提供している

との評価を得られたのは、組織の維持にあたり特

定の色を持たないようにしている面が大きいと思

われる。また、政治制度の信頼度が低い状況も影

響していると思われる。

　この様に、信頼構築は社会情勢の影響が大き

いものであり、試験機関においては前述のよう

に試験における技術力を向上、維持するだけで

は高い評価は得られないと言えよう。

　さて、認証制度などで用いられる工学的な観

点による信頼の意味は、社会通念上の信頼とや

や意を異としている。工学的信頼度とは、結果

の正確度を意味するものであり、一般的（社会通

念）には信用度に近い意味であると言えよう。

　試験機関にの成果物（試験結果等）は、その品

質（信頼度）を事後の検査により検証しにくいも

のである。プロセスに係わる技術者の技量は重

要な要素であるが、プロセスにおける管理シス

テムの良否が結果の工学的信頼度に影響すると

考えられている。したがって、試験機関はそれ

ぞれの管理システムを適正に運用し工学的信頼

度を維持しているのであるが、前述のように社

会的な信頼を維持するには此れで充分とは言え

ず、個別の事案に対して目的や結果の考察、解

説を丁寧に行うような努力が必要なのである。

　例えば、或る試験に対してJIS等の公知の試験

方法を適用した場合において、その試験方法を

示す規格（文書）に、この試験は何を目的として

いるのか、得られた結果からどのような状態（使

用状態）に対する性能が推定できるのかが充分に

記述されているとは限らない。これらに対し

て、試験機関は依頼者のみならず、その成果物

を受け取るであろう不特定の人たちに対して出

来得る限りの説明を行うことが求められ、それ

に真摯に応じることにより社会的信頼度を勝ち

得ることが出来ると言えよう。

　工学の世界にいる者は、自分達の世界の言葉

で説明しようとする傾向があるが、冒頭で記し

た「相互理解」を成すには、お互いが分かる言葉

での意思交流が必要であり、此れが最も重要か

つ難しいものであると言えよう。

　本号では、信頼性構築をテーマとしてそれに対

する取り組みや、そのための仕組み、考え等を

様々な観点、立場から論じた３編を紹介する。



BLつくば　2009・12 5

はじめに�

　建築の材料・施工分野においては、特に新し

い機能を付加した建築材料や新しい材料を用い

た工法の開発が多く行われてきています。これ

らの新しい材料や工法は、現在使われている材

料や工法よりも、より性能が高い、効率的、新

しい機能が付加されていたり、低価格であった

りと、その効果もさまざまな状況にあります。

　開発者にとっては、良いものができたので世の

中に広めたいという思いがありますが、なかなか

その良さが企業等の採用担当者に伝わらず、苦慮

しているものと思われます。

　一方、採用する側にとっては、発想面では非

常に優れているものであることが分かっていて

も、開発者の言うことを100％信用する事もでき

ず、確信が持てないため容易には採用に踏み切

れない状況にあると思われます。

　このような開発者と使用者との間にある思い

の隔たりを少しでも埋める方法として、「第三者

機関による評価制度」がありますので、本稿で

は、この制度についてご説明します。

　この第三者評価の中には、法律等に基づく認

定や認証なども含まれますが、ここでは、法律

に基づかない任意の制度についてご説明しま

す。

評価制度とは�

　第三者機関による評価制度とは、開発者と利

害関係の無い第三者機関が、開発された製品や

工法の性能等について、客観的に評価を行い、

その評価結果を証書として発行する制度です。

　この制度を利用することによって、開発者

は、開発した製品等について、第三者評価を受

けた証書を取得することができ、営業を行う際

に、より信頼性の高い説得力のある説明をする

ことができるようになります。

　また、採用する側にとっては、開発された製

品等の性能について、多岐に渡る専門的な知見

を有していないことも多く、専門家による第三

者評価の結果は、採用の可否にあたっての重要

な技術的資料として利用することができます。

　当財団では、任意で行っている第三者評価制度

として、新しい材料や工法、技術を対象とした

「評定」、「建設技術審査証明事業（住宅等関連技

術）」、地盤改良や杭基礎工法選定の適切さと施工

の品質評価を対象とした「地盤改良杭基礎等品質

評価」、サッシ、ドア等の住宅部品に対する「優良

住宅部品認定制度（BL制度）」などがありますが、

ここでは、「評定」と「建設技術審査証明事業（住宅

等関連技術）」の違いについてご説明します。

評定と建設技術審査証明との比較�

（1）　対象分野の違い

　評定及び建設技術審査証明とも当財団で対象

とする分野は、住宅等の建築に関する技術を対

象としており、どちらの制度でも対応が可能で

すが、特に建設技術審査証明では施工を伴う技

術がその対象となります。（表１参照）

　評定においては、現在分野別に９つの委員会

（鉄筋コンクリート構造評定委員会、鋼構造評定

委員会、木質構造評定委員会、免震・制震構造

企画管理室長　犬飼 達雄�

技 術 解 説�

新しい材料・工法に対する第三者評価制度�■ 　 　　　　　　　　　　　　　　　　■ �
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評定委員会、耐震診断評定委員会、基礎・地盤

評定委員会、材料施工評定委員会、環境性能評

定委員会、防災性能評定委員会）を設置してお

り、申請内容に応じて各評定委員会による評価

を行っています。

　建設技術審査証明においては、審査する技術

毎に委員会を設置しており、現在２つの委員会

（アスベスト飛散防止処理技術審査委員会、地盤

改良技術審査委員会）が常設されています。

（2）　評価基準の違い

　評定は当財団が運営する任意の評価制度で、

建築基準法令、学会、協会団体等で定められ公

表されている技術的基準もしくは当財団が定め

た技術的基準に適合しているか否かを評価しま

す。また、これらの技術的基準に定められたも

のと同等以上の性能・品質を有しているか否か

の同等性の評価を行います。

　一方、建設技術審査証明は、建設技術審査証

明協議会において運用されている任意の制度

で、現在、同協議会の会員である国土交通省所

管の15の公益法人がその実施機関となっていま

す。建設技術審査証明では、技術的基準の設定

は行っておらず、研究開発された新技術に対し

て、開発者が設定した新技術の開発目標、並び

にその開発目標が達成されているか否かといっ

た妥当性について評価します。

　評定や建設技術審査証明で行う評価は、いず

れも定量的な評価が主体となるため、性能を証

明する実験データや試験機関等で実施した試験

結果が求められます。また、施工を伴う工法に

対する評価にあたっては、標準施工要領書の内

容や施工現場での実地審査も評価の対象となり

ます。これらの評価はいずれも当財団内に設置

したそれぞれの委員会において、その分野の専

門家によって審議を行います。

　性能を定量的に評価するにあたっては、十分

な実験データ等が必要となりますので、開発者

は製品開発段階において実験計画を立て、有効

なデータを収集する必要があります。開発され

た新しい材料の実験データのよくある傾向とし

て、既存の材料と新しい材料との比較試験を行

い、観察結果などの定性的な実験データをもっ

て申請をされる場合がありますが、再現性や効

果の程度を客観的に判断するには、定量的な

データが必要となりますので、実験計画を立て

る際には注意して頂きたいと思います。

（3）　発行する証書等の違い

　両制度とも評価が終了後、当財団理事長名で

「評定書」や「技術審査証明書」、評価内容を記し

た報告書を発行します。さらに、建設技術審査

表1　評定と建設技術審査証明の概要比較

項　　　目�

対　象�
�

�

評価基準�

�

発行する証書等�

有効期限�

評価形式�

受付審査会�

標準的な委員会開催回数�

標準的な評価期間�

普及・広報活動�
�

運用機関�

標準的な費用�

評　　　定�

住宅等の構造、工法、材料、室内環境、防

災（含む宅地防災）等�

公表されている技術的基準又は当財団で定

めた技術的基準への適合性や基準への同等

性を評価�

評定書，報告書�

一般評定：5年間　　個別評定：なし�

専門家による委員会形式�

なし�

３回程度�

約３～６ヵ月�

HP、機関誌で紹介�
�

当財団�

約100万円～（耐震診断評定は31.5万円～）�

建設技術審査証明�

建築材料・建築部材・住宅部品・住宅等の

構築、撤去、管理等に係る施工技術�

申請者が定めた開発目標及びその目標達成

結果の妥当性を評価�

�

技術審査証明書，報告書，概要書�

５年間�

専門家による委員会形式�

あり�

３回�

原則として６ヵ月以内�

HP、機関誌で紹介、新技術展示会の開催、

関連官公庁等に概要書配布�

建設技術審査証明協議会�

294万円～�
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証明では、技術の概要や審査結果の概要を記し

た概要書としてパンフレットを作成し、普及広

報活動の一環として、全国の関連官公庁等への

配布を行っています。また、協議会において年

１回新技術展示会を開催し、希望者に対し有料

で新たに技術審査証明を取得した技術の紹介の

場を設けています。

　「評定書」及び「技術審査証明書」とも有効期間

は５年間で、５年毎に評価基準とした技術的基

準の改定の有無、新たな技術的知見の有無、施

工実績などをもとに更新が行われます。

　なお、評定においては、構造、工法、材料等

の汎用的な技術に対する評価（一般評定）の他

に、限定された特定の建物や場所などに適用さ

れる技術に対する評価（個別評定）の２種類があ

り、個別評定では有効期限は設けていません。

（4）　評価期間の違い

　両制度とも評価のための標準的な委員会の開

催回数は部会での評価を含め、３回の開催を予

定しています。施工現場での実地審査や評価内

容に追加事項や不足が生じている場合は、審査

回数を追加して評価を行います。なお、建設技

術審査証明においては、評価に入る前に受付審

査会を開催し、申請技術の状況等について受付

審査基準に適合しているかの審査を実施し、基

準に合格した後に評価に移ります。

　通常３回の評価において、評価に要する期間

は評定で３ヶ月から６ヵ月、建設技術審査証明

で６ヵ月以内を予定しています。

　いずれも委員会において、質疑や指摘等が出

されますが、迅速に対応して頂けると評価に要

する期間も短くなります。

（5）　費用の違い

　申請者にとって気になる事項の一つに費用が

あります。評定では申請内容に応じて、その都

度お見積りをしていますが、標準的な費用の目

安は約100万円からになります。評定の一つであ

る耐震診断評定につきましては、建物規模に応

じ315,000円から費用が設定されています。

　建設技術審査証明においては、申込み料

105,000円、評価費用2,835,000円の合計2,940,000

円となります。この費用の中には概要書の作成

印刷費、配送費が含まれています。

評定書・技術審査証明書の見方�

　当財団で発行する「評定書」「技術審査証明書」

の見方について、使用者向けにご説明します。

「評定書」も「技術審査証明書」も賞状の形態を

とっており、一見して第三者の評価を受けたも

のであることが分かるようになっています。こ

れらの証書を作成するにあたっては、使用者に

誤解の生じないよう、記載する字句には十分注

意を払い言葉を選んで記述しています。特に、

適用範囲や評価結果の欄に記載されている事項

には、重要な事項が含まれている場合がありま

す。評価の段階で実験データ等が不足してお

り、評価に至らなかった事項や評価の対象と

なっていない事項は、適用範囲等に対象となっ

ていない旨が記述されていますので、記載内容

を良く確認した上でご利用下さい。

　また、「評定書」や「技術審査証明書」には有効

期限が記載されていますので、併せてご確認下

さい。

おわりに�

　本制度は、新技術や新製品を開発した開発者

とそれを使用する使用者との間の架け橋として

ご利用して頂くべく運用されています。評価を

行う機関としては、開発者や使用者から評価内

容について信用されていることが重要であると

認識しています。その基盤となっているのは、

公平性や中立性、また評価機関としての技術力

の高さが求められます。当財団つくば建築試験

研究センターでは、公的な試験研究機関として

職員一同切磋琢磨し、技術力の向上に努めてき

ております。これを期に当財団の評価制度をご

活用頂ければ幸いです。
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住宅建設における生産者とユーザー�

　私の知識と経験では、世の中のすべての製品

に対する「生産者とユーザーの信頼関係」につい

ての考えをまとめることはできないので、現在

仕事でかかわっている「住宅」と「室内環境」を

キーワードに考えることにしました。

　まず、「住宅」の生産者は、実際に建設に携わる

大工や職人を除くとデベロッパーや設計者、

「ユーザー」は居住者ということになります。注文

住宅の場合は、居住者が生産者とユーザーの両方

になりますが、この場合は、「設計者」が生産者で

「ユーザー」が居住者と考えるべきと思います。

　（財）ベターリビングは、設立時は（財）住宅部品

開発センターという名称でした。自分は建築学科

卒業で建築関係の仕事に携わってきたので、住宅

部品というと住宅で使われているサッシ・ドア・

浴槽などだとわかったのですが、就職してから知

人に勤務先名を伝えたとき、多くの人が「住宅部

品」とは何を指すのかわからなかったようです。

これは今も変わらないように思います。分譲住宅

やマンションは、建設されたものが一式で価格表

示され、注文住宅・プレハブ住宅は坪単価+オプ

ション価格で表示されている状況で、居住者

（ユーザー）は住宅を購入します。これが、「住宅

部品」という言葉が一般居住者に認知されない原

因と思います。

　住宅は、「住宅部品」や「建築材料」を設計者や建

築請負業者が選択して、一つのものにまとめ上げ

たものと考えます。この場合、「生産者」は住宅部

品や建築材料の製造業者、「ユーザー」はデベロッ

パーや設計者・建築請負業者ということになりま

す。住宅を建設し販売する過程で、デベロッパー

や設計者は「生産者」と「ユーザー」の両方になりま

す。住宅部品を製造者側からみると、最終的に使

用する「ユーザー」は居住者であり、購入する

「ユーザー」はデベロッパーや設計者になります。

このため、住宅部品を選択するデベロッパーや設

計者などを「中間ユーザー」、居住者を「エンド

ユーザー」と呼ぶようです。

　ここでいう、室内環境は居住空間の環境とい

うことにします。住宅部品や建築材料の生産者

はカタログなどで製品単体の性能値を設計者・

デベロッパーなどの中間ユーザーに伝えます。

中間ユーザーは、この性能値を使用して目標と

する空間（住宅）を作り出すために設計を行いま

す。住宅は、この空間性能で「エンドユーザー」

である居住者に伝えられるべきものと思いま

す。しかし、空間性能を数値で表示しても、居

住者に理解してもらえないために、等級で性能

を表示したものが、住宅の性能表示制度の省エ

ネルギー対策等級になります。

　地球温暖化防止のために行われている窓の断熱

性能のラベル表示は空間性能の表示ではありませ

ん。しかし、Ⅳ地域（東京等）木造住宅の断熱性能

の省エネルギー基準値（値が大きくなるほど性能

が悪くなる）が外壁0.53（W/（㎡・K））に対して、

窓4.65（W/（㎡・K））と極端に劣っているため、同

一面積での窓の損失熱量が壁の約９倍になり、

環境・防耐火試験部　清水 則夫�

技 術 解 説�

生産者とユーザーの信頼関係�■ 　 　　　　　　　　　　　　　　■ �
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冬・暖房時の住宅の損失熱量（エネルギー消費量

と考えてください）の部位別割合は窓が48％（樹脂

サッシ普及推進委員会資料「国産樹脂サッシの現

状」に東京大学　坂本研究室資料よりとして掲載）

と非常に高くなるので、居住者のエネルギー使用

削減の意識を高めるため窓の断熱性を表示する事

は重要なことであると思います。

　住宅について、居住者を対象にアンケートを

行うと居住前（住宅購入の検討時）は子供の学

校・買い物・通勤などの立地条件が重要な事項

として取り上げられるのですが、居住後は音や

結露など現実的な問題が重要な事項として取り

上げられます。最近では、居住後に色々なク

レームが出ることも多くなってきました。車や

家電製品を購入するときにカタログ等で調べる

ように、エンドユーザーには住宅購入時に住宅

自体を検討してもらうシステム構築が、両者の

信頼関係のためには重要である思います。この

一つが、住宅の性能表示制度であるため、居住

者のこの制度への認知度をさらに高めていく必

要があります。

　生産者・中間ユーザー・エンドユーザーを結

びつけているのが、住宅部品・建築材料の性能

値とこれらを使用して設計された空間の性能に

なります。家電製品等は、購入前にデモ機を使

用することで購入するかどうかを判断できるの

ですが、住宅は購入後住まなければ本当の善し

悪しがわかりません。また、家電製品などと比

較して非常に高価なため、性能を正確に伝える

こと、示されている性能がどのようなものかを

理解してもらうことが重要と考えます。

　私たちのように、製品性能・部材性能の測定

や評価を行っている人間は、住宅分野での生産

者とユーザーの信用関係構築のための、重要な

中間媒体になると思います。

信頼関係を維持するための性能値�

　住宅部品の性能は、本来、使用された状態で

発揮される性能を予測（シミュレーション）でき

るものでなければなりません。製品性能の優劣

だけを表示すればよく、測定技術や測定機器が

現在ほど進歩していなかった時期に定められた

規格で測定された性能値は、使用された状態で

の性能予測が難しいものもあるようです。ま

た、規格がないために、生産者が各自の理解で

測定結果を表示しているため、異なった意味合

いの数値が同じもののように独り歩きしている

ものもあります。シックハウス対策のために設

置が義務付けられた換気システムに使用されて

いる部材もこの一つになります。この詳細につ

いては、「住宅用ダクト式換気システム設計手法

の信頼性向上に関する研究　その5　風量設計に

使用する部材の性能特性の検討」（2009年度空気

調和衛生工学会大会）で発表したのですが、その

一部を紹介します。

　住宅用換気システムで使用される部材の風量

－静圧特性は、JISやBLの認定基準で送風機と

端末換気口について示されていますが、他のも

のについては明確な規格がないために製造業者

がJISやBLの認定基準等を応用して独自に測定

を行っています。このため、つくば建築試験研

究センターで測定方法を確立するための実験業

務を受託し、下記のSWGで測定方法を提案しま

した（国土交通省の公営住宅関連事業推進事業費

を活用した国土交通省、経済産業省、厚生労働

省、民間団体等で組織した「室内空気対策実態調

査・実証実験委員会」（事務局：（財）住宅リ

フォーム・紛争処理支援センター）における換気

SWG（主査：澤地孝男）での研究成果）。

　空気調和衛生工学会での発表は、提案した測定

方法（A法）とカタログデータのために使用されて

いる３種類（B法、C法、J法）の測定方法で換気部

材の性能を測定し、得られた測定結果から予測し

た値が、実際にシステムを組み立てて得られる値

と合致するかを比較したものです（表１）。
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表1　予測風量と実測風量

A法・A法�

J法・B法�

J法・C法�

部材性能の�
測定方法�

予
測
風
量�

実 測 風 量 �

測定システム�

No.1�

173.4�

165.9�

156.9�

173.3

No.2�

181.6�

175.4�

154.0�

182.5

単位：m3/h

　提案したA法により測定した部材性能で予測

した値が実測値とよく一致することがわかりま

す。A法による測定値は、理論的に必要とされ

る性能を求めるために提案した測定方法なので

合致して当たり前ですが、さほど煩雑な測定方

法でもないのになかなか普及しないので、今回

発表する事にしました。今後も普及のために努

力をしていくつもりです。

　他の、測定方法で試験を実施した結果を使用

しても、大差がないため問題ないという意見も

あると思います。しかし、生産者とユーザーの

信頼関係を保つためには、共通のルール（表示す

る性能値、測定方法etc.）の上で性能が表示され

るのが最低限度必要なことと思います。法律で

定められたものや人間の生死に関わること、事

故が起きた時に生じる損害額の大きいものは、

このようなルールが厳しく定められたものが多

いようですが、住宅の室内環境にかかわるもの

は、まだまだ少ないように思われます。

地球温暖化防止のための小さな努力�

　少し余談になりますが、寒くなってくると、

写真の湯船に浮かべるとお湯が冷めるのを防げ

るという製品が、ホームセンターなどで販売さ

れるようになります。信じて購入する人もいれ

ば、購入しない人もいます。果たして本当に効

果があるのでしょうか。少しデータを紹介しま

す。

　以前、（財）建築環境・省エネルギー機構に設

置された「住宅の配管等の断熱基準策定調査委員

写真1　浴槽蓋

表2　浴槽の保温効果

湯温 4 5 ℃から 2時間�

3.10�

1.03�

0.89�

0.43

934�

310�

269�

131

無�

有�

無�

有�

無�

�

有�

蓋の有無�
シートの�
有　無�

放熱量�
Wh

降下温度�
（℃）�

会」（委員長：東京大学大学院教授　鎌田元康、

主査：独立行政法人建築研究所上席研究員　澤

地孝男、（当時の所属））で、浴槽・浴槽蓋の保温

効果を検討することになり、当センターで実験

を行いました。この時、温水プールでは家庭用

の風呂の蓋のようなものを使用しても労力の割

に効果が得られないので水面をシートで覆い蒸

発による放熱を防止して水温の降下を防いでい

るという意見があり、一般家庭の風呂でこの効

果を活用する方法を検討することになりまし

た。実験では、一定の温湿度の部屋に一般家庭

で使用される浴槽を置き、湯温が45℃の時から

２時間経過した時の湯の温度を測定し、その間

の放熱量と降下温度を算出しました。浴槽の蓋

も一般的なものを使用しました。シートは、

スーパーマーケットやコンビニのレジ袋と同様

の素材で少し厚い程度の大きなものと、思って

下さい。結果を表２に示します。
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　「自立循環型住宅への設計ガイドライン」には、

温暖地戸建て住宅での給湯によるエネルギー消費

が年間消費エネルギーに占める割合は23～32％と

記載されています。また、エネルギー・資源の自

立循環型住宅・都市基盤整備支援システムの開発

＜自立循環型住宅開発委員会＞平成15年度報告書

に、都内の戸建て住宅での都市ガスの使用量の割

合が洗面所給湯4％、台所給湯26％、風呂給湯32

％、風呂沸・追炊21％、厨房用17％との調査結果

（５月末から６月初旬）が示されています。これら

は、入浴に関係したエネルギー消費量が日本では

非常に多いことを示しています。 欧米では、追

い炊きして何人もの人が同じ風呂に入ることを不

潔だと思うようですが、日本の一般的な家庭は、

最初に入浴した人から家族全員の入浴が終わるま

で浴槽にお湯を貯めておき、お湯が冷めると追炊

して入浴する習慣なので、浴槽内のお湯が冷める

のを防ぐと大きな省エネ効果が得られます。

　実験では、蓋を置かずにシートをおいただけ

で蓋を置かない状態に対して降下温度（お湯が冷

める温度）が３分の１になり、蓋を置いた状態と

近い結果が得られました。また、蓋とシートを

併用すると蓋だけの場合と比べて降下温度が半

分になり、追炊に必要なエネルギーが50％削減

されるという結果が得られました。先に写真で

示した製品による測定結果ではありませんが、

写真の製品でも同様の効果が得られるものと思

います。このような、データをみると使用する

人が増えるかもしれません。

　京都議定書に定められた日本の温室効果ガス

削減目標６％（2008年から2012年までの期間に

1990年比の削減率）のためには、このような小さ

な効果の積み重ねが大きな効果を生むものと思

います。削減目標が６％のときは、個人の小さ

な努力の積み重ねで達成に近づくことも可能だ

と思うのですが、現在は、2020年までに1990年

比で達成目標が25％削減になりました。日本は

省エネルギー技術に関してはトップクラスの先

進国ですが、この目標に向けて、さらなる省エ

ネルギーと自然エネルギー導入の為の技術が進

歩するものと思われます。しかし、個人の小さ

な努力の積み重ねがなくては、笊で水を汲むこ

とにもなりかねないので、家計へのエネルギー

消費の負担減目標が６％から25％と大きくるの

だとポジティブに考え努力していきたいもので

す。このためには、生産者がユーザーへ信頼性

の高いデータを提供していく必要があります。

今後も、機会があれば協力していきたいと思い

ます。
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　相談業務では生産者側、ユーザー側を意識し

つつ、場合によっては各方面の知見をいただき

ながら第三者の立場でアドバイスをしていま

す。必然的に各方面にお願いしたいことがた

まっていきます。このたまりにたまった内容を

紹介することで、世の中が少しでも変ればと思

い執筆を始めました。

信頼とは�

　まず、「信頼」とは何なのか、インターネット

（Wikipedia：フリー百科辞典）で調べてみました。

『信頼とは、相手を信用し、頼りにすること。』

『信用が「悪いようにはしないだろう」程度の消

極的な人間関係であるのに対し、「自分の味

方になってくれる」との、積極的な意味合い

がある。』

『乳児期・幼児期の発達課題に、信頼の獲得

があり、これに失敗すると、生涯他者を信用

することを躊躇するという。』

とありました。

　「頼りにする」という言葉からも、信頼する側

よりも信頼される側のほうが、かなり大変で

しょう。何もなく一方的に「信頼」されることは

なく、信用され、それに誠実に応え続けること

で『信頼』が生まれます。多くの人に信頼される

ためには、これを個々に繰り返していくことが

必要だからです。

　今回のテーマに上げられている『生産者』等は、

ユーザーからの信頼のもとに活動を続けられてい

ますが、提供した製品やサービスが不十分な場合

は、簡単に信頼を落としてしまいます。

　皆様もご存知の生産者等が信頼を失った事例

をいくつか紹介させていただきます。

信頼損失を起こした不祥事�

　生産者等が信頼を失うような不祥事を起した時

の市場の反応はかなりきびしいものがあります。

　特殊な場合を除いて、信頼を第一にしてユー

ザーとの関係を維持している生産者は、事業を

継続的に行えますが、不祥事を起した生産者

は、事業の停止を余儀なくされます。しかし、

不祥事を起した生産者の中には、自らが置かれ

ている状況、自らの行為を真摯に受止め適切な

対応を行なうことにより再生が許されることが

あります。

　皆様にも関心が高い食品業界での不祥事につ

いて「食品偽装問題」と、インターネットで検索

してみたら、生産地、原材料、消費期限・賞味

期限の偽装など480万件もヒットしました。

　目立ったものは、

¡産地偽装：牛肉偽装事件

¡原材料偽装：豚肉・鶏肉等の混入挽肉販売

¡消費期限・賞味期限偽装：伊勢銘菓の消費

期限偽装、北海道銘菓の賞味期限偽装

¡食用の適否の偽装：大阪市・名古屋市・愛

知県の業者による事故米食用偽装転売（偽装

米流通）

¡その他として老舗料亭による食べ残しの再

提供

などでした。

住宅部品コールセンター長　山内 善之�

技 術 解 説�

相談業務実務家から見た�
｢生産者とユーザーの信頼構築｣�■ 　 　　　　　　　　　　　　　　■ �
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　これら不祥事のその後については、皆様の記

憶にもあると思われます。

　また、建設業界に目を向けてみると、世の中

を震撼させた「耐震偽装問題」や「耐火偽装問題」

がありました。

　さらに、消費生活用品製品安全法に係わるも

のとして、ＦＦ暖房機や小型湯沸かし器による

死亡事故なども記憶にあります。今でも季節に

なると製品回収のコマーシャルが流れていま

す。長期使用等で廃棄された台数も相当あると

思われますが、まだまだ使用し続けられ、不具

合発生が続いているとのことで、周知活動が止

められないようです。

　『信頼』を失うことはちょっとした不誠実を行

うことで簡単に起きてしまいますが、自らが置

かれている状況、自らの行為を真摯に受け止め

適切な対応をすることで、信頼回復することも

あるのです。

信頼される生産者のために�

　住宅部品供給者（住宅部品製造者、製造者団

体、住宅・住宅部品供給者など）のお客様相談対

応担当者や、行政の消費生活センター、消費者

団体などの相談機関で実際の業務にあたってい

る消費者相談実務家の方々は、一般常識では考

えられないような相談やトラブルの増加などに

対応する中で、最近の消費者の資質の変化（意

識・認識ギャップ）を強く感じています。

　また、当財団の不具合相談等の対応をしてい

る中で、生産者と消費者の関係に変化を感じる

ことがあります。不具合発生には、消費者の生

活環境や意識の変化が関係していると言われる

こともありますが、生産者や中間ユーザーにも

問題があると感じられることがあります。

　どのような変化が起きているのかを紹介させ

ていただきます。

□中間ユーザーの変化

　販売者、建設業では設計者や施工者等の『中間

ユーザー』の変化として、年々増えているように

感じられる典型的な事例を紹介します。

　「施工者として持つべき知識を持たずに施工に

当たりミスを犯した者が、施工説明書に書いて

いないと生産者へ責任転嫁する」

　勉強不足は別として、背景には、次のような

ことが考えられます。

①　世代交代・リストラによる技術の伝承不足

②　世代間のコミュニケーション不足

③　知識は持っていても「知識を利用する機会の

減少」から、経験となっていない。

□生産者の変化

　生産者の中でも、中間ユーザーと同様の出来

事が見受けられます。

　「不具合事例をもとに改善されたひと工夫を、

経済性を追いかけるあまり、現場の環境や背景

を検証せずに削除してしまい、重大製品事故を

誘発してしまった」

　「設計図に書き起こされた形状のパーツでは問

題を起すという、基礎知識を持ち合わせていな

かったために、設計図どおりの物をつくり重大

製品事故が発生してしまった」

　背景も中間ユーザーと同様と考えられます。

　消費者に目を向けた対応とは別に、身内に目

を向けることが形骸化してしまっているのでは

ないでしょうか。また、言いたいことが言えな

い（言わない）体質や内部コミュニケーション不

足も大きな要因になっているのではないかと感

じられます。

□消費者への対応

　生産者や中間ユーザーの問題もありますが、

信頼構築をするためには、消費者対応を誠実に

行うことがとても大切です。なお、生産者が既

に誠実な対応を行っているのであれば、消費者

の変化も期待しなければ信頼構築は成り立ちま

せん。そのために何が必要なのでしょうか。

　当財団では、消費者と住宅部品供給者との間

のトラブルを低減するために、（社）リビングア
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メニティ協会及び（財）住宅リフォーム・紛争処

理支援センターの協力を得て、住宅部品供給者

のお客様相談対応担当者が、自由に意見交換で

きる場として「お客様相談部署等担当者意見交換

会」を設置し活動しています。

□「常識ギャップ」を認識

　この意見交換会では、各担当者が経験した「事

例」を持ち寄り、「問題点・原因・対応策の有効

性」を消費者相談実務家の方々からも、意見を伺

いながら議論し、次の点を確認いたしました。

①　住宅部品供給者側の一次対応者レベル

の低さにより、相談事項がクレームへ

と発展してしまうこと。

②　消費者と部品供給者などの間に存在す

る予想外の溝、意識・認識ギャップ（常

識ギャップ）が存在していること。

③　①の住宅部品供給者側の一次対応者レ

ベルの強化は、各企業の努力で解決で

きる問題ですが、②の「常識ギャップ」

問題については、一企業や団体のみで

は解決できないこと。

□「常識ギャップ」の背景

　さらに、「常識ギャップ」が生まれた背景に

は、次のようなことがあると考えられます。

①　核家族化や共働き世代の増加、家庭内

のコミュニケーション不足などによ

り、生活の知恵などの知識が引継がれ

ずに薄れてしまってきていること。

②　自動化や安全設計による製品の増加に

加え、利便性の追求の結果、使用者側

の危険管理意識（何が危険なのか、なぜ

壊れるのかがわからない）の鈍化、経験

不足が挙げられること。

□「つたえる・つなげる・つづける」

　そこで意見交換会では、「つたえる・つなげ

る・つづける」をキーワードに、知識や経験を補

う情報がわかりやすく適切に消費者に届け続け

ることができれば、「常識ギャップ」を埋めるこ

とにもつながり、誤使用･認識不足による事故な

どの減少に役立つものと期待して活動を続けて

います。

「つたえる・つなげる・つづける」

①　住宅部品供給者が持っている正確な情

報を、わかりやすく消費者へ

　　「つたえる」

②　情報を消費者に確実に届けるために、

一緒に情報提供していただける個人・

団体に

　　「つなげる」

③　消費者の世代交代にも対応できるよう

に、繰り返し伝え

　　「つづける」

何を伝えるのか�

　不具合やトラブルに巻き込まれ最終的に困る

のは弱者である消費者です。

　今回のテーマである「生産者とユーザーの信頼

構築」を考えると、「生産者」と「ユーザー」のそれ

ぞれが歩み寄り、協力のもと信頼を構築するこ

とが、必要なことだと感じています。

　ユーザーに対して、生産者が必ず実行してほ

しいことがあります。それは「製品本体への企業

名表示」です。既に多くの生産者が対応している

ものと思っていましたが、諸般の事情もあるの

でしょう。対応されていないケースも多く見受

けられます。

製品本体への生産者名表示から�

　趣味でもあるドライブ帰りに『道の駅』を利用

することがあります。トイレ休憩もあります

が、新鮮で安心な格安野菜を仕入れる目的でも

あります。
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　その野菜の包装には必ず、生産者の名前が記

載され、時には顔写真まで印刷されていたり、

連絡先が記載されていたりすることもありま

す。とても美味しく満足したときには、どのよ

うに作っているのかなとか、苦労して作ってい

るのだろうなという気持ちになります。「美味し

かったですよ」と一声かける…ことはありません

が、安心して寄れるスポットになっています。

生産者の「見える化」が、知らない土地での安心

を身近にしてくれています。

　しかし、こんなことが、住宅部品では実現で

きていないように感じます。

　景品表示法や家庭用品品質表示法、電気用品

安全法には『企業名（連絡先を含める場合も）の本

体表示』が求められていますが、対象品目ではな

いものが多いことや、川上である生産者のデザ

イナーや設計者が、デザイン性の観点から本体

表示を外してしまうことが原因だと思います。

　相談業務を行っていると、この本体表示が無

いことによって、使用者が困る場面に多く遭遇

します。消耗品を交換したい、取扱方法を確認

したい、不具合が発生しているようなので見て

ほしい等の「問合せ・相談」のための連絡先が分

からない、または連絡先にたどり着くまでに長

時間を要する等です。

　この場合、連絡先にたどり着くまでの時間が

かかることによって、「問合せ・相談」に「苦情」

が追加され、やっとたどり着いた連絡先では、

新たに加わった「苦情」への対応に相当の労力を

割かれてしまいます。また、この「苦情」は、設

計者や生産者という当事者ではなく、消費者相

談の実務家の方々に対しても向けられることが

あります。

　ある意味当事者である生産者の担当窓口の方

や、消費者相談の実務家の方々は、これらの不

満の受け皿として対応しています。川上に近い

者が相談業務を十分に実感してもらうことが必

要だと感じる瞬間です。是非、定期的に開発者

を相談窓口に従事させてほしいものです。生産

者の社員教育として、クレーム現場を知るとい

うことは、とても重要なことだと思います。

　見ず知らずの方と信頼関係を構築していく中

で自らが何者であるかを示すことは、社会生活

の中では必須なことであり、自己紹介や名刺交

換で誰もが経験していることと思います。

　アフターサービスを充実するためにも、まず

製品本体に生産者名を表示することからお願い

したいと思います。

優良住宅部品認定制度がお手伝い�

　また、設計者、施工者や販売者による消費者対

応が行なわれていても、倒産などで消費者対応が

止まってしまうことがあります。消費者がたより

にしていたアフターサービス窓口は、その瞬間か

ら何の契約も行われていない生産者へ向けられる

ことになります。さらに、生産者が倒産したら…

消費者は泣き寝入り？となるのでしょうか。しか

し、生産者名が表示されていれば、アフターサー

ビスを展開できる可能性があります。

　当財団の優良住宅部品認定制度では、このよう

な場合にも窓口となれるように、製品本体にBL

マーク証紙の表示が義務付けられています。さら

に、当財団のお客様相談室の電話番号が入れられ

ているものが多くあります。また、20年間保管し

ている認定申請時の書類から消耗品や交換部品を

製造していたパーツメーカーの特定が出来る場合

があり、ユーザーへのアフターサービスにつなげ

ています。

　最後に、参考情報のご紹介です。

　内閣府では、企業不祥事の多発を機に揺らいだ

消費者の事業者に対する信頼を取り戻すために、

事業者による自主行動基準の策定・運用への取り

組みを促進する審議を平成13年10月より重ね、平

成14年12月に「消費者に信頼される事業者となる

ために－自主行動規準の指針－」と題する最終報

告書をとりまとめています。ご参考いただければ

幸いです。
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〔同報告書概要版のメッセージ（抜粋）〕

１．企業経営は、消費者をはじめとする社

会からの信頼と共感を基本としてい

る。しかし、最近続発した企業不祥事

は、事業者に対する信頼を大きく損な

い、ひいては我が国の市場経済そのも

のへの不信にもつながりかねない深刻

な事態をもたらしている。

２．不祥事を組織の内部で隠蔽することは許

されないことであり、また可能でもな

い。不祥事を隠蔽していた事実が後から

発覚すれば、事業者は永年にわたって築

き上げてきた信頼を一朝にして失い、市

場からの撤退をも余儀なくされる。こう

した現状を踏まえ、経営トップは、自ら

率先垂範し、早急に自社の企業倫理を総

点検するとともに、問題を未然に防止す

るための事前の対応に万全を期す必要が

ある。また、ひとたび問題が発生した場

合は、社会に対して説明責任を果たし、

有効な再発防止策を講じることが求めら

れている。

３．上記の要請に応え、事業者に対する消

費者等からの信頼を獲得していくため

には、事業者がコンプライアンス経営

に積極的に取り組むことが不可欠であ

る。事業者は自らの経営姿勢、経営方

針を対外的に明らかにし、透明性の高

い経営を行っていくことが極めて重要

であり、そのための一手段として、自

主行動基準の策定・運用を求めたい。

自主行動基準とは、事業者が目指す経

営姿勢や、消費者対応等に関する方針

を具体的に文書化したものである。自

主行動基準は、積極的に公表すること

が望ましい。

４．自主行動基準の策定・公表により、事

業者は自らの経営方針を消費者に明確

に伝えることができ、消費者は、自主

行動基準を通じて事業者の経営姿勢を

評価することが可能となる。また、自

主行動基準は、計画－運用－監査－見

直し（Plan-Do-Check-Act）のマネジメン

トサイクルの中で、絶えず見直しをし

ていく必要があり、事業者は、自主行

動基準の適切な運用のための継続的な

努力を通じて、消費者からの高い信頼

を得、競争力を高めていくことも可能

となる。

５．本報告書は自主行動基準の策定・運用

のあり方を示した指針となっている。

各事業者におかれては、この指針を踏

まえ、自主行動基準の策定・運用に積

極的に取り組まれることを強く期待し

ている。この取組みを通じ、事業者に

対する消費者の信頼の再構築が促進さ

れることを念願するものである。
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　2008年11月下旬に、ISO TC59/SC14＜耐用設

計＞委員会がスウェーデン・ストックホルム市

内のスウェーデン規格協会（Swedish Standard

Institute）で開催されました。

　折悪しく、ちょうどこの時期に北欧からヨー

ロッパにかけて寒気団が南下しており、北欧・

ヨーロッパ諸国では、降雪と強風により国内・

国際交通は混乱していた時期でした。

　ロンドンは雨でしたが、私のストックホルム

行き英国航空便は、離陸時間直前に機長が客席

に現われ、ストックホルム・アーランダ空港の

除雪が間に合わないので、３時間30分遅れの見

込みを告げるありさま。結局、４時間ヒース

ロー空港で機内に閉じ込められ、さらに２時間

30分のフライトでやっと雪景色のストックホル

ムへ辿り着きました。

　この会議は、火曜日に始まり金曜日の夕刻に

終了しました。土曜日はスウェーデンの大学で

の予定が、また、翌週の火曜日からは、ロンド

ンで別な会議が予定されていました。

　土曜日の夜と日曜日が開いていましたので、

一度は観たかったオーロラを、その出現確率が

高い北極圏で観たいと、頑張ることにしまし

た。

　以下は、その奮戦記です。

オーロラ＜Northern Light＞とは�

　「広辞苑」によれば、オーロラとは「地球の南北

極に近い地方で、しばしば100キロ以上の高さの

空中に現れる美しい薄光…、主として太陽から

来る帯電微粒子に起因し、磁気嵐に付随するこ

とが多い」とあります。

　日本では毎年冬になると、各旅行会社がオー

ロラ観察ツアーを企画・宣伝し、その多くは出

現率が高い北欧やカナダの北部へでかけて、

オーロラをみてこよう、というもののようで

す。

　ところで、このオーロラですが、北欧の北極

圏では、印刷物、観光ガイドにも、日常の会話

でも、オーロラという言葉はなく、もっぱら、

Northern Lightという言葉が普通に使用されて

います。

　オーロラは北極圏ばかりではなく、南極でも

出現するので、オーロラという総称ではなく、

あえて北極圏の極光、ということなのかもしれ

ません。

日本人は、なぜオーロラにこだわるのか�

　ノルウェー・スウェーデン・フィンランド北

部にまたがる、ラップランド圏には、古くから

トナカイを遊牧する民族が定住し、現在でもそ

の末裔が少数民族として生活しています。

　話によれば、この人たちはオーロラの神秘的

な美しさに魅せられ、昔からオーロラには神が

宿る、と信じてきたのだそうです。

　日本でも古代から、海・山・川などの自然の

中にはそれぞれの神様が宿っている、という伝

統的な考え方はあります。

　これらを信じるか否かは別として、多くの日

本人はこの考え方を理解できましょう。

アドバイザー 工博　楡木 　堯�

オーロラ＜Northern Light＞を観たつもり…�
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　こと、ノルウェー・スウェーデンに関して

は、冬季に、しかも、厳寒の北極圏へ、オーロ

ラを見るためだけに、大挙してやってくるその

過半は、日本人グループだそうです。

　ストックホルムで、古くからの北欧の友人た

ちに「オーロラって見たことある？」と聞いて

も、「あぁ、Northern Light のことだね。北欧

で冬にやることは、もっぱらMoose（へらじか）

狩りと、クロスカントリースキーだよ。

Northern Lightをわざわざ観に行くなんて、考

えてもみなかった」とつれない反応。　　　

　同席のカナダからの友人も、「いまや日本人

が、カナダのオーロラを観光資源にしてくれた

ようなもの。カナダでは大陸横断の夜行飛行便

にのれば、機内から見えることがよくあるよ」と

皮肉っぽい。

　でも、デモ、日本人である私は、ぜひ、一度

はオーロラを観ておきたかったのです。

いつ・どこへ行けば観られるか�
　

　オーロラが観られるシーズンは12月から1月、

と思い込んでいましたら、すでに8月、9月で

も、かなりの確率で出現するものだそうです。

　オーロラを観たさに、北極圏に連続5泊しても

観ることができなかった人もいれば、たったひ

と夜の滞在で、存分に思いをかなえた幸運な人

もいるとか。

　オーロラは気まぐれで、いつどこに出現する

かは、現地のガイドでもなかなか予想ができな

いそうです。

　一般に夜の必須要件として、晴れて、風が弱

いこと、が気象的条件だそうです。しかし、こ

れらの要件が揃ったら、かならずオーロラが現

れるとは限らない、のだそうです。

　その代り出現すれば、よくいわれるような、

人里晴れた、真っ暗な場所でなくても、存分に

その美しさを堪能させてくれるものだとか。

　ホテルによっては、屋上にガラス張りの観察

用の部屋を設置しているところもあります。

　個人でのオーロラ見物の定番は、まず、地元

の観光エージェントで、当夜の観察ツアーの予

約を15時ごろまでにします。ホテルからは、ス

ノーモビルにまたがり、かなり離れた場所まで

行きます。そこでサーミ文化と観光用のサーミ

人の生活の一端を、原野に設置されている住居

（テント）で覗きながら、ひたすらオーロラの出

現を気長に待ちます。

　ツアーではオーロラが発生するまで待ってい

るわけではなく、限度があります。したがっ

て、運が悪いひとは、翌日に賭けることになり

ます。

　このツアーでは防寒着・手袋・靴を貸してく

れます、何しろ12月初旬でも夜間は氷点下30度

以下ですから。また、ゆっくりできる人には、

夕食付のものもあります。いずれにしても、そ

の費用は安くはありません。

　私が今回選んだ場所キルナは、ストックホル

ムから便利で、その時期にNorthern Lightの出

現確率が高いとの情報を得たからでした。

　それともう一つの理由は、かつて仕事でちょ

うど北極圏ラインが通る、サンタクロースの町

として有名な、フィンランドのRovaniemi（ロ

ヴァニエミ）までは、足を延ばしていますが、キ

ルナはさらに北に位置し、北極により近くなり

ます。

スウェーデンの北極圏の町・キルナ�
〈Kiruna〉�

　その昔、高校の人文地理で、「キルナは北極圏

に位置し、特殊鋼の原料になる高品質鉱石の産

地である。掘られた鉱石は北極圏にありなが

ら、唯一の不凍港であるノルウェーのナル

ヴィックへと鉄道で運ばれ、そこから船舶輸送

される…」と。

　ストックホルムからキルナ＜キールナ・キル

ナ・キルーナと言われ、どれが正式かいまだに

不明＞に行くには、スカンディナヴィア航空会

社だけが定期運航し、便により中型ジェット直

行便で約２時間弱、途中寄り道をする便だと３
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時間半かかり、そのうえ冬期は毎日運航してい

ません。

　空港は町の東に位置し、平屋建ての小ぢんま

りした空港ターミナル施設があります。乗降客

は航空機のタラップから積雪の滑走路に降り、

ターミナルまでのかなりの距離を手荷物を担っ

て、歩かなければなりません。

　この町の主力産業はまさに鉄鉱石の採掘です。

でも、近年は冬季のスキー、夏のトレッキングを

含めた観光産業も盛んになったそうです。

　町の中心部には、スーパーマーケットが一軒

と、20分もあればすべてを一巡できるメインス

トリート。少し離れたところには、古い木造の

教会があります。

　町のパンフレットでは、スウェーデン国立大

気観測研究所があるとされています。商店の人

の話では、ここに複数の日本人研究者<オーロ

ラの研究？>が滞在中で、その家族を含めて

サーミ人を除き、この町で唯一の外国人定住者

なのだとか。

　12月初旬のキルナ地方は、朝は10時をすぎな

いと明るくならず、午後２時頃には暗くなって

しまいます。天気が変わりやすく、数十分間100

メートル先が見えない吹雪のあと、突然、青空

や星がみえ、またすぐに吹雪く、という繰り返

しです。

　積雪には事欠かないので、商店の前には、顧

客が乗ってきた木製のそりがおいてあります。

そりは、まさに冬場の自転車・乳母車の役を

担っています。

　吹雪の合い間に外へ出て、20分ぐらいたつ

と、防寒着の外側ポケットに入れておいた、す

こし湿気のあるコインたちは、凍結してひと塊

りになってしまいます。

　旅行ガイドなどでよく紹介されている、北欧

の古い木造建築には興味があり、うってつけの

教会がホテルから徒歩15分位のところにありま

した。朝吹雪の中を頑張って訪れましたが、残

念ながら、日曜日の教会行事のため、その内部

までは見ることができませんでした。

　

Northern Lightは観えたか？�

　結論からさきに、Northern Light とおぼしき

ものを観ることが出来ました。

　普段の行いのせいか、ちょうどこの時期は、

北欧からヨーロッパ北部へ向かって寒気団が

襲って、各国とも航空機のキャンセルが続発。

　キルナでは前の晩にストックホルムから到着

する便が欠航になったため、日曜の午前に帰る

予定の宿泊客はキルナに足止め。

　地元旅行会社も、昨夜と今夜のオーロラツ

アーは募集していないとのこと。でも、「天気は

変わるものだから、ツアーに行かなくても、こ

のあたりでもみられるかもしれないから…」と慰

められる始末。

　低温で街をぶらつく状況にはなく、ひたすら

ホテルの屋上などで、ひながオーロラの出現を

待つしかなく、しかし、これとても寒くて、せ

いぜい１時間止まりです。

　で、ホテルのフロントの若い北欧美人に事情

を話すと、「ツアーになど参加するのはお金の無

駄ヨ。オーロラがでたときは、このホテルの前

でいくらでも観られるンだから」また、「友達に

ツアー関係者がいるから、出そうになったらこ

こへ連絡をくれるように、頼んでおいてあげる」

と。

　明朝のロンドンへ戻る予定を前にして、半ば

あきらめていた午後８時近く、フロントの彼女

から「いまからしばらくの間、南の山並みの方向

を注視していて。もしかしたら…」、という連

絡。早速屋外へ。

　注視すること約10分、山並みの仰角約20度の

高さの空が、帯状に薄い緑色に変化してきたで

はありませんか。そしてそれが次第に色濃く

なってきたな、と見ていたら次第に元の暗闇

へ。その間の時間は約３分。以後はいくら待っ

ても、何の変化も観察できませんでした。

　テレビのオーロラ特集番組では、上空一面に

カラフルなオーロラが乱舞している様が、大規

模な発生の場合には、不思議な音までが収録さ
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れた画面が放映されています。おかげで、オー

ロラとはかくなるものか、というイメージが植

え付けられています。

　一方、私が観たものは、このイメージとはは

るかにかけ離れた、淡色の寂光にすぎません

で、果たしてあれがオーロラといえるものだっ

たのか。

　負け惜しみのようですが、キルナで観た最高

の光景は、深夜にストックホルムから到着した

ときの満天の星空で、天空にはこれほどの数の

星があったのかーと。

　もうひとつは、最後の朝にホテルから空港へ

向かう車中からみた、氷点下19℃下での、朝日

に映える広大な雪原の神秘的な美しさで、灌木
もや

の間から湧き上がる靄は、かなりの迫力さえ感

じました。

＜後記＞

１） 帰国後、北欧では天空に向かって、オーロ

ラの怒りを誘う罵詈雑言を発すると、それ

に誘われて強烈なオーロラがやってくる、

という言い伝えがある、との情報を得まし

た。

しまった、早くに聞いていればと思ったの

ですが、よく調べるとこのお呪いは、サー

ミ語でやって初めて効果がある、との旨、

これで諦めがつきました。

２） このストックホルム会議への公式旅程は，

成田→ロンドン→ストックホルム→ロンド

ン→成田でした。したがって、航空券もこ

れに対応したラウンドチケットです。当然

ながら、ここに記した休日利用の寄り道経

費一切は、自弁であることを付記します。

キルナのメインストリート

15世紀建立の木造教会
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　建築基準法に基づく防耐火認定に係る性能評

価については、評価試験の不正受験の判明以

降、国土交通省の社会整備審議会・建築分科

会・基本制度部会・防耐火認定小委員会（平成20

年６月～11月）において再発防止策が審議されて

きました。当財団では当該委員会で審議された

方針に沿って平成21年10月より財団主体による

試験体製作および管理を開始しました。

　防耐火性能評価に用いる試験体については、

材料調達から製作までを当財団管理のもとで行

われます。

　ここでは、試験実施までに必要となる手続き

や標準的な試験体製作の手順・管理方法につい

て説明致します。

事前相談・打ち合わせ�1

①申請内容の確認

　申請される構造方法・建築材料の詳細をご

提示・ご説明いただきます。

　申請内容に範囲がある場合は、防火上最も

不利な仕様を試験体とします。申請内容に

よって、試験体仕様が複数になる場合があり

ます。

②試験日、製作日の調整

　試験予定日をご予約いただきます。その日

程に合わせて試験体製作日を調整します。

（予約状況により、ご希望に添えない場合が

あります。）

必要書類の提出�2

　性能評価の正式なお申し込みの前に、下記の

書類を必要に応じてご提出いただきます。

①性能評価申請図書

　申請される仕様の詳細が記載された図書。そ

の内容から試験体仕様を正式に決定します。

②試験体図

　実際に設置される加熱炉に合わせて製作さ

れる試験体の図面。

③構成材料一覧表

　試験体を構成する全ての材料の種類、寸法、

数量および入手方法（入手先）等の一覧表。

　この資料をもとに材料を調達します。

④施工要領書（試験体製作工程）

　試験体の製作方法が詳細に記載された手順

書。

⑤構成材料の製造工程に関する資料

　試験体を構成する材料の内、申請者自ら製

造する材料についての製造工程に関する資

料。

試験体製作条件の決定�3

　提出された書類を基に、試験体製作の場所や

管理方法などを検討します。

①試験体製作場所の指定

　当財団では、原則として、当施設内で製作

を行います。

　製作条件や日程などの都合により当財団が

指定した外部の施設で行う場合があります。

防耐火性能評価の�
試験体製作業務のご案内�

環境・防耐火試験部　福田 泰孝�

試験・研究情報�
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②試験体製作者の指定

　当財団職員または当財団指定の試験体製作業

者が製作を行います。（試験体製作業者へ申請

者が直接接触することは禁止されます。）

　責任施工などを必須条件として製作されるも

のは、申請者と協議の上、製作者を指定しま

す。

③見積

　材料調達から試験体完成後の養生までの試験

体製作・管理に関する費用を提示します。その

他に、材料を特定するために追加で行う分析費

用を別途請求させていただく場合があります。

申し込み方法�4

①性能評価申請書

　この申請書の提出により、性能評価・試験

の正式なお申し込みとなります。

②試験体製作依頼書

　この依頼書の提出により、試験体製作・管

理に関する正式なお申し込みとなります。

③試験体製作場所に関する確認書

　当財団以外の施設が試験体製作場所として

指定された場合、製作場所に関する確認書を

提出していただきます。

試験体製作・管理�5

①材料調達・入手

　試験体に使用する材料は、原則として、当

財団が市場から調達します。

　特注品や申請者自ら製造・管理している材

料など市場調達が困難な材料については、申

請者との協議の上、入手方法を決定します

が、当財団職員による工場等での製造時の立

ち会いまたは在庫からの材料の抜き取りなど

を行う場合があります。

②構成材料を特定できる資料

　市場から調達できず、申請者より提供され

る材料については、申請通りであることを証

明する書類の提出が必要となります。

　申請者自ら製造・管理している材料は製造

管理記録、証明書等、それ以外のものは納品

書、仕様書等を提出いただきます。

③試験体製作（切断、加工）

　試験体製作は当財団施設内で当財団職員ま

たは指定試験体製作業者により行います。

　当財団職員以外の者により試験体が製作さ

れる場合は、当財団職員による立ち会い（監

視）が行われます。

　製作中の状況は、チェックリストや写真な

どにより記録されます。

④材料管理・分析

　試験体に使用される材料の厚さ、比重、含

水率などの確認を行います。

　申請者自ら製造・管理する材料について

は、製造時の立ち会いなどによる仕様の確認

が困難な場合は、外部の分析機関による分析

を行います。

　材料の種類によっては、製造時の立ち会い

などと分析の両方を行う場合があります。ま

た、分析の結果によっては、さらに追加で他

の方法による分析を行う場合があります。

⑤試験体製作完了後の措置

　製作完了後、試験体の最終検査を行いま

す。当財団の施設以外で製作した試験体は、

材料の差し替えや不正行為等の防止のため、

封印・梱包して養生・保管されます。

試験体製作・管理費用の支払い�6

　原則として、試験体製作に関する費用は試験

実施日までにお支払いいただきます。

試験実施�7

　試験の種類によっては、試験時の申請者の立

ち会いが可能です。当財団の担当者へお申し出

ください。
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　以上が事前打ち合わせから試験実施までの大

まかな手順となります。

　試験体製作は、試験予定日の約一ヶ月前より

開始します。試験体製作条件の決定や材料の調

達、書類の確認など多くの時間を要しますの

で、試験予定日の２ヶ月前には具体的な打ち合

わせを行えるようご準備ください。

　また、書類の不備や材料と申請内容との整合

がとれないものにつきましては、申請の受付や

試験の実施が出来ませんので、ご提出の前に十

分ご確認ください。

試 験 体 製 作 の 流 れ �

ベターリビング（BL）�
（自ら試験体製作・監視）�

料金請求�

料金請求�

料金支払�

発注�
料金支払�

発注�
料金支払�

製作、搬入�
（BL監視の下）�

申　請　者�

A B

試験体製作業者�

※A：当財団による製作、B：指定業者による製作�

お問い合わせ先

　つくば建築試験研究センター　TEL：029-864-1745

　企画管理室

　　試験体製作管理担当：須藤、小松

　環境・防耐火試験部

　　防耐火構造・防火設備担当：吉川、金城、水上

　　　　　　　　防火材料担当：福田
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　財団法人ベターリビングでは、これまで住宅

や暮らしのあり方について、研究を進めてまい

りました。

　今日、地球の温暖化や生物の多様性の減少等

の問題が顕在化するに伴い、地球環境の有限性

を前提とした持続可能性（サステナビリティ）

（注）を強く認識した住まいと暮らしのあり方が

求められるようになりました。

　地球環境の有限性に対応して住まいや暮らし

のあり方を考える際に住まい手の側から考える

だけではなく、住まいや暮らしを支える社会制

度などのあり方についても考えていく必要があ

ります。

　当財団では、地球環境の制約の下で持続可能

な社会システムを実現していくことが現下の最

大の課題と考えています。

　そこで、持続可能な住まいと暮らしの実現を

目指す調査研究を実施するために当財団内に平

成20年４月に「サステナブル居住研究センター」

（英文名称：Sustainable Living Center，略称：

SLC）を設置いたしました。

　本稿では、サステブル居住研究センターの概

要について、ご紹介いたします。

（注）持続可能性（サステナビリティ）：将来の世

代の利益や要求を損なわない範囲内で、現代の

世代が環境を利用・活用し、要求を満たしてい

こうとする理念

研究体制�1

　サステナブル居住研究センターは、財団法人

ベターリビング内に設けられた組織です。下記

のような体制で、研究を実施しております。設

立して間がなく、まだ、小さな組織ですが、少

数精鋭で、質の高い研究を行うこととしており

ます。内部研究者だけでなく、組織外部の広範

なネットワークを活用しながら、個々の研究

テーマに適した研究体制の構築を心がけており

ます。

　また、センター長として深尾精一（首都大学東

京　都市環境学部　教授）が就任し、研究活動を

総括的に指導するとともに、住宅・まちづくり

部門等のアドバイザーとして青木仁（東京電力株

式会社技術開発研究所主席研究員）が就任してお

ります。両氏のプロフィールは以下の通りで

す。

【サステナブル居住研究センター組織図】

（財）ベターリビング�
理事長�
那珂 　正�

センター長�
深尾 精一�

副センター長�
大野 謙三�

アドバイザー�
青木 　仁�

研究企画部（4名）�
　部長：鈴木 昌治�

調査研究部（5名）�
　部長：大野 謙三（兼務）�

財団法人ベターリビング�
サステナブル居住研究センターのご紹介�

サステナブル居住研究センター　研究企画部長　鈴木 昌治�

試験・研究情報�
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深尾精一センター長

主な研究分野：建築構法

主な著作：住まいの構造・構法

（放送大学教育振興会 平成16年）

建築ヴィジュアル辞典

（共訳、彰国社 平成10年）

建築構法

（共著、市ヶ谷出版社 昭和56年）

主な建築作品：繁柱の家、日本建築学会作

品選奨（平成11年）

実験集合住宅NEXT21、協

働作品、日本建築学会作品

選奨（平成８年）

受賞歴：都市住宅学会賞（著作）（平成1 9

年）・日本建築学会賞（論文）（平成

13年）

青木仁アドバイザー

主な研究分野：住宅問題、まちづくり

主な著作：日本型まちづくりへの転換

（学芸出版社 平成19年）

日本型魅惑都市をつくる

（日本経済新聞社 平成16年）

なぜ日本の街はちぐはぐなのか

（日本経済新聞社 平成14年）

快適都市空間をつくる

（中央公論新社 平成12年）

研究対象分野�2

　サステナブル居住研究センターは、持続可能

な住まいと暮らしの実現を目指し、財団が長年

培ってきた知識、技術、ネットワークを生かし

ながら、公益に資する実用性の高い調査研究を

実施しております。受託調査は、国、独立行政

法人等政府関係機関、民間企業など幅広い方面

のお客様からいただいております。

　調査研究の対象は、住宅･建築及び住宅部品は

もちろんのこと、地域（エリア）、都市を超えて

広がるスケールまで対象としております。ま

た、物的･技術的な観点（ハード）からの調査研究

だけでなく、住まい方、コミュニティ活動、基

準･政策といった非物的･社会的な観点（ソフト）

の調査研究も実施しております。

　調査研究の対象分野としては、サステナブル

な住まいと暮らしに関係する広範な分野を包含

しますが、具体的に例示すると、以下に示した

分野が含まれています。今後、研究分野をさら

に充実してまいりたいと考えております。

（1）ストック型社会への対応（ストック再生･形

成、リフォーム、住宅履歴、長期優良住宅

等）

（2）環境問題への対応（省エネ、省資源、地球環

境等）
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（3）安全･安心の確保への対応（防犯、防災、耐

震化等）

（4）少子･高齢化社会への対応（ユニバーサルデ

ザイン、安心住空間、高齢者住宅、住宅

セーフティネット等）

（5）ソーシャルキャピタル向上への対応（まちづ

くり、地域コミュニティ、エリアマネジメ

ント等）

（6）その他のサステナブルな住まいと暮らしの

実現のための課題への対応

　上記の６分野を中心に、調査研究の受託を実

施しております。ご質問、ご相談等がございま

しら、サステナブル居住研究センター（調査研究

部）までお気軽にお問い合わせください。（アク

セス・連絡先はP27をご覧ください）

調査研究実績�3

　サステナブル居住研究センターの調査研究の

これまでの実績の主なものを、２で示した６つ

の分野にわけて、以下に示します。なお、以下

の実績には平成20年のサステナブル居住研究セ

ンターの設立以前に、その前身となる部署が実

施した調査研究を含んでいます。このリストが

一層充実したものとなるよう努力してまいりま

す。

以下［　］内は受託元

（1）ストック型社会への対応（ストック再生･形

成、リフォーム、住宅履歴、長期優良住宅等）

¡団地型マンション再生の円滑化のための

調査検討業務　平成20年度［国土交通省］

¡住宅履歴情報の整備検討　平成19～20年度

¡公的賃貸住宅の供給方策等に関する調査

　平成19年度［国土交通省］

¡機構賃貸住宅における給水負荷単位基準

の最適化に関する調査研究業務

　平成19年度［UR都市機構］

¡中層階段室型住棟改修に関する研究

　平成18～19年度［UR都市機構］

¡既存共同住宅の再生に関する総合検討及

び団地再生の提案に係る検討業務

　平成17～20年度［UR都市機構］

（2）環境問題への対応（省エネ、省資源、地球環

境等）

¡地域材を活用した木造公営住宅等の実態

調査　平成20年度［国土交通省］

¡環境に配慮した高効率給湯設備の設計・

評価手法に関する研究

　平成20年度［UR都市機構］

¡次世代の省エネ型給湯設備の計画･評価手

法に関する研究　平成20年度［民間］

¡既存RC造集合住宅における断熱改修に関

する研究　平成18～19年度［民間］
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¡新時代の省エネ型給湯設備の計画･評価手

法に関する研究　平成17～20年度［民間］

（3）安全・安心の確保への対応（防犯、防災、耐

震化等）

¡「住まいと街の安全･安心再生プロジェク

ト」に係るマニュアルの検討･策定業務

　平成20年度［国土交通省］

¡UR賃貸住宅における住戸内セキュリティ

システムのあり方に関する研究業務

　平成20年度［UR都市機構］

¡住宅セーフティネットの機能向上に向け

た公的賃貸住宅制度等に係る検討調査

　平成19年度［国土交通省］

¡防犯・安全対策のための建築基準づくり

に係る調査検討業務

　平成19年度［国土交通省］

¡耐震改修における住宅性能水準等の検証

業務　平成19年度［UR都市機構］

¡耐震改修工事に伴う設備改設計手法検討

業務　平成19年度［UR都市機構］

（4）少子･高齢化社会への対応（ユニバーサルデ

ザイン、安心住空間、高齢者住宅、住宅

セーフティネット等）

¡要介護高齢者が生活できる住宅の仕様に関

する調査業務　平成20年度［国土交通省］

¡UR賃貸住宅における住戸内セキュリティ

システムのあり方に関する研究業務

　平成20年度［UR都市機構］（再掲）

¡都道府県等と市町村等との連携による公

的住宅団地を活用した安心住空間支援シ

ステムの構築事例に関する調査研究事業

　平成20年度

（5）ソーシャルキャピタル向上への対応（まちづ

くり、地域コミュニティ、エリアマネジメ

ント等）

¡団地型マンション再生の円滑化のための

調査検討業務　平成20年度［国土交通省］

（再掲）

¡「住まいと街の安全･安心再生プロジェク

ト」に係るマニュアルの検討･策定業務

　平成20年度［国土交通省］（再掲）

¡既存共同住宅の再生に関する総合検討及

び団地再生の提案に係る検討業務

　平成17～20年度［UR都市機構］（再掲）

¡既存共同住宅団地の再生に関する検討調査

　平成17～20年度［民間］（再掲）

（6）その他のサステナブルな住まいと暮らしの

実現のための課題への対応

¡サステナブル指数の研究　平成20年度～

¡住宅部品の評価の見える化の研究

　平成20年度～

サステナブル居住研究センターへ
のアクセス・連絡先�4

　サステブル居住研究センターは、財団法人ベ

ターリビングの入居する建物の４階にありま

す。

　住所：〒102－0071

東京都千代田区富士見2丁目14番36号

FUJIMI WEST

　問い合わせ等連絡先は以下の通りです。

　（サステナブル居住研究センター 調査研究部）

　電　話：03-5211-0585

　ＦＡＸ：03-5211-1056

　メール：chousa-ken@cbl.or.jp

　サステナブル居住研究センターのホームペー

ジは、以下の通り、ベターリビングのホーム

ページ内にあります。

　http://www.cbl.or.jp/slc/index.html
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はじめに�1

　この試験方法（案）は、ベターリビングの一般

依頼試験の項目として検討している。予備試験

と評価方法の検討を行ったので報告する。

背景�2

　集合住宅、ホテル等に用いられるユニットバ

スは、使用時多様な騒音源となる。入浴時の人

為的なものと設備に関するものとに分けられる

が、人為的なものは、代用音源の設定が必要と

される。ここではJIS A 1440に規定する床衝撃

音試験室の上階を音源室として、下階を受音室

として騒音を測定する方法で、遮音性能を測

定、評価する検討を行った。

音源室�3

　試験室はJIS A 1440 “実験室におけるコンク

リート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低

減量の測定方法”の附属書JC（規定）“壁式構造に

よる標準床を用いた測定方法”に準拠した試験室

の２階にユニットバスを設置し、１階で受音し

た。今回はスラブ厚200㎜に施工したバスの試験

データを示した。スラブ厚150㎜においても行う

かどうかは必要に応じて対応する。受音室の等

価吸音面積は床衝撃音測定時の推奨範囲に設定

した。図１に試験室の概要を示す。

試験装置�4

　試験装置はユニットバス自体のことであり、

床への固定方法と防振支持方法などに、それぞ

れ特徴がある。給水管と排水管およびスラブへ

の固定などは固体音に影響無いように配慮す

る。

　ユニットバス本体は壁、天井ともに完成状態

に施工し、測定を行うこととする。また、床以

外の場所から支持しないことを原則とする。

人為的音源と設備音源�5

　音源を人為的なものと設備的なものに分けて

考えた。人為的音源については、実器具を用い

る場合と、代用音源を用いるものに分けた。設

備音源については、実機器で作動させることを

原則とした。音源の種類を表１、表２に示す。

ユニットバスの試験室における�
固体音測定方法に関する検討�

環境・防耐火試験部　高橋 　央、堀尾 岳成�

建築研究部　安岡 博人�

試験・研究情報�

表１　音源の種類の検討（人為的なもの）

項　　　目�

桶、洗面器類の使用�

洗剤、シャンプーなどの使用�

ブラシ、軽石等の使用�

シャワーヘッドの落下等�

バスタブの蓋の取り外し、取り付け�

掃除�

音源の特徴�

軽量・中量、硬質音源�

軽量、半硬質音源�

軽量、硬質音源�

軽量、硬質音源�

中量、半硬質音源�

軽量・中量、硬質・半硬質音源�

音源および代用音源�

タッピングマシン、ゴルフボール�

タッピングマシン、ゴルフボール�

タッピングマシン、ゴルフボール�

実器具�

未定（仕様が多すぎる）�

タッピングマシン、ゴルフボール�

代用の理由�

落下の安定性�

落下の安定性�

落下の安定性�

―�

―�

落下の安定性�
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試験方法�6

　試験方法は音源を作動させた後、受音室にお

いて等価騒音レベル、または時間重み特性Fを

用いて指示値の最大値を読み取る。これらは原

則的にA特性、1/1オクターブバンド分析値につ

いて行う。

表２　音源の種類の検討（設備的なもの）

項　　　目�

シャワーの流水落下音�

バスタブ給水音�

排水音�

気泡装置�

ジェット（噴流）装置�

換気装置（選択項目）�

浴室乾燥機の使用（選択項目）�

音源の特徴�

軽量、軟質音源�

流水音�

流水音�

コンプレッサ音、気泡音�

ポンプ音、流水音�

モーター音、風切り音�

コンプレッサ音、ファン音�

音源および代用音源�

流水落下音�

実給水音�

実排水音�

実音源�

実音源�

必要に応じてダクトを行う場合はダクトも施工する�

乾燥機音、ファン音等�

図１　試験室の概要

試験結果�7

　試験方法の策定のため、結果の検討を行っ

た。音源の落下高さ（100～1,500㎜）、打点位置

と数（洗い場の５ヵ所）、防振支持方法による差

（４条件）、測定結果の算出方法などを検討し

た。

①タッピングマシンの打点位置の検討

　洗い場の全面を床衝撃音の床のように見立て

て、打点位置を５ヵ所設定し、測定した結果を

表３に示す。床パネルのフレーム構造もそれぞ

れ特徴があるので、バラツキを考慮すると打点

の位置を３カ所以上設けるのが望ましいように

思える。また、表面のすべり止め、排水パター

ン、水勾配もあり、洗い場の中央１ヵ所のみの

測定では、バラツキを表せない事が考えられ

る。水勾配もあるのでタッピングマシンの傾き

については、自由落下を阻害しないよう配慮す

る。

表３　各加振位置での音圧レベル（A特性）

打点位置�
�

打点１�

打点２�

打点３�

打点４�

打点５�

平均�

σ（S1～S5）�

レンジ�

防振なし�

67.3�

67.7�

64.0�

65.7�

65.2�

66.0�

1.53�

3.7

防振1�

57.3�

57.4�

57.5�

56.6�

56.4�

57.0�

0.50�

1.1

防振2�

63.6�

64.4�

62.7�

62.4�

61.9�

63.0�

1.00�

2.5

防振3�

50.9�

49.7�

50.6�

50.9�

50.3�

50.5�

0.50�

1.2

ユニットバスの防振支持方法�

［単位：dB］�
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②ゴルフボールの落下高さの検討

　ゴルフボールを軽量落下物の代用音源とする

ために、落下高さによる音圧レベルの変化を測

定した。落下が可能な100㎜から250、500、

600、700、1,000、1,500㎜の尺度を設定し、洗い

場中央にて各３回行ったものの平均を図２に示

す。また、250、500、1,000㎜については打点位

置を５ヵ所とし、打点による差を見たものを図

３に示す。これらの結果から落下させやすい

1,000㎜を基準に、必要によっては500㎜、250㎜

を用いることで、落下高さによる発生音の変化

も推定できると考える。

ユニットバス�
支持タイプ�

№1�

№2�

№3�

№4

仕　　様�
�

防振なし�

防振1�

防振2�

防振3

凡　例�

図２　支持タイプごとのゴルフボールの落下高さと音圧レベルの相関図（打点位置：洗い場中央）�

図３　ゴルフボールの落下位置ごとの落下高さと音圧レベルの相関図（防振なし、打点1～5）�
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③ゴルフボールとタッピングマシンの相関

　通常、床面にイニシャルで柔らかい材料を用

いることは少ないと考えられるので、ジュータ

ンを例にとるようなゴルフボールの突き抜け現

象は想定しないが、代用音源同士の相関を確認

してみた。図４に示すように洗い場中央におけ

る測定で、硬い仕上げでは相関が高い、柔らか

い仕上げ材料が用いられる場合は両者のチェッ

クが必要であろう。

④シャワーの流水落下高さの検討

　シャワーは通常高い位置と低い位置を設定出

来るようになっている。高い位置での放水と

タッピングマシンの値を比較したものを図５右

に示す。シャワーの放水による音は小さいので

高い位置を基準にして測定する方が暗騒音の影

響も小さくできる。

⑤気泡装置の実動

　気泡装置は通常、強、弱運転が設定されてい

るので、基本的には両方の特性を測定する。代

表１例を測定する場合は強運転とする。

図４　ゴルフボール落下とタッピングマシン
（打点位置：洗い場中央）

図５　タッピングマシンとゴルフボール落下（1,000㎜） 及びシャワー（1,750㎜）との相関図

⑥ジェット噴流装置の実動

　ジェット噴流装置は通常、強、弱運転が設定

されているので、基本的には両方の特性を測定

する。代表１例を測定する場合は強運転とす

る。測定例を図６に示す。音圧レベルは相対値

とした。

図６　ジェット運転（強弱）での№1と№2～4の差
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評価方法�8

　測定量と評価方法の例を表４、表５に示す。等

価騒音レベルにおいては、受音室における５点の

受音点の測定値のエネルギー平均値で表す。

　A特性最大音圧レベルにおいては、受音室にお

ける受音点５点の測定値を算術平均して表す。

まとめ�9

　ユニットバスにおいて発生する音を、固体伝

搬を中心に試験、評価する方法を検討した。試

験室は床衝撃音試験室を用い、２階に実物のユ

ニットバスを設置し、標準水位とした上で各種

音源を動作させて試験を行う。人為的音源は代

用音源も用い、設備系音源は実機による作動と

して、１階の受音室で騒音を測定する。評価は

測定値そのものをA特性、N値などにより表す。

防振機構による防振支持については、防振の有

無を音圧レベル差で表すことも検討する。

　また、この測定方法の各項目はメニュー方式

を原則とするので、依頼者の要望に応じて適

宜、増減したり、新項目の協議については対応

する予定である。

表４　受音室における測定量と評価方法の例（人為的なもの）

表５　受音室における測定量と評価方法の例（設備的なもの）

項　　目�

桶、洗面器類の使用�

同上�

洗剤、シャンプー使用�

ブラシ、軽石等の使用�

シャワーヘッドの落下等�

バスタブの蓋の取り付け外し�

子供の飛び跳ね�

音源および代用音源�

タッピングマシン�

ゴルフボール�

同上�

同上�

未定�

未定（仕様が多すぎる）�

シリコンゴムボール�

測定量�

Ａ特性等価音圧レベル�

Ａ特性最大音圧レベル�

同上�

同上�

Ａ特性最大音圧レベル�

―�

Ａ特性最大音圧レベル�

評価値（受音）�

５点のエネルギー平均�

５点の算術平均�

同上�

同上�

５点の算術平均�

―�

５点のエネルギー平均�

落下高さ�

JIS�

1,000㎜�

同上�

同上�

500㎜�

―�

JIS A 1418

項　　目�

シャワーの流水音�

排水音�

気泡装置の実動�

ジェット装置の実動�

換気装置�

音源および代用音源�

実流水音�

実排水音�

実音源（強、中、弱）�

実音源（強、中、弱）�

実音源（強、中、弱）�

測　定　量�

等価騒音レベル30秒�

等価騒音レベル30秒�

等価騒音レベル30秒�

等価騒音レベル30秒�

等価騒音レベル30秒�

落下高さ�

500㎜、1,800㎜�

標準水量高さより排水�

―�

―�

―�

評　価　値�

５点のエネルギー平均�

５点のエネルギー平均�

５点のエネルギー平均�

５点のエネルギー平均�

ユニットバス内の音圧レベル�
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はじめに�1

　平成21年３月15日～３月17日にかけ、第59回日

本木材学会大会が松本大学及び松本市民芸術館で

開催された。大会は学術研究の口頭発表、ポス

ター発表の他、研究会の開催や企業等の展示もあ

り、また研究内容も材質、物性、強度、乾燥、木

質構造、居住性など物理分野と、接着、紙パル

プ、セルロース、ヘミセルロース、リグニン、抽

出成分、保存といった化学分野の他、環境・資

源、教育の分野もあり多岐にわたっている。筆者

は、居住性分野において「デシケーター法を用い

た各種建築材料のホルムアルデヒド放散量測定と

性能評価の現状」と題して口頭発表を行った。居

住性分野のみならず、木材の有効利用を目指した

研究発表が多く、公的試験機関、指定性能評価機

関として今後対応しなければならない数多くの知

見が得られ有意義であった。また３月16日に開催

された公開シンポジウムでは、森林の立場からみ

た木材利用に関するパネルディスカッションが行

われ、林業－林産－建築の中で建築側に位置する

私にとって興味深い内容であったため、ここで紹

介することとする。

公開シンポジウム�2

　このシンポジウムは、名古屋大学大学院生命

農学研究科の福島和彦教授をコーディネーター

としている。さらにもう一人、キャスターであ

る草野氏をコーディネーターとして迎え、草野

氏には最初に講演を頂いた。木材学会のシンポ

ジウムは毎回市民の方々にも木材を知って頂く

ことを目的とし公開でのシンポジウムを行って

いるが、マスメディアに登場することが多い草

野氏のような方が参加した例は記憶にない。し

たがって一般市民代表という立場で、森林や木

材に対してどのような講演をされるのか興味を

持つ学会会員が多く、会場は満席状態であっ

た。

　また講演者人選も、福島先生の意図が明確で

わかりやすく、民間代表の草野氏の講演以外に

も、行政、企業の講演内容に興味が持てる方々

が揃っていた。表１に講演題目を示す。

日本木材学会公開シンポジウム�
「さあ、どうする？ 日本の森林」�

構造・材料試験部　岡部 　実�

試験・研究情報�

表 1　公開シンポジウム　講演題目

　（1）｢森の恵みに育まれて｣

　草野満代氏　（キャスター）

　（2）｢長野県の森林の展望｣

　佐藤智一氏

　（長野県林務部　信州の木振興課企画幹）

　（3）｢愛知の森林環境税と｢海上の森｣での取組｣

　浦井　巧氏

　（愛知県農林水産部　森林保全課長）

　（4）｢バイオ燃料…車両への影響と製造技術｣

　林　倫氏

　（トヨタ（株）　バイオマス技術開発室室長）

　（5）｢森林資源発の最先端素材で拓くバイオマス時代｣

　小西千晶氏

　（東芝（株）　水・環境システム第２部課長）
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森の恵みに育まれて�3

　草野氏の講演は、森の恵みに育まれてと題

し、生まれが岐阜で子供の頃から森林とかかわ

りが深い生活を送ってきたことから話が始まっ

た。森林や木材は感性に訴える部分が多く、森

林浴で快適に感じることを自分の体験から話さ

れていた。またNHKスポーツキャスターとして

リレハンメル冬季オリンピックの取材をされた

ときの話に続いた。見惚れていたわけではない

が、オリンピックの話へどのように展開したの

か記憶に残っていない。

　各国取材班の会場受付において、長い行列が

でき、受付対応の老人がゆっくりと仕事を進め

ていることを話された。日本人は受付で待たさ

れることに慣れていないせいか、スタッフは多

少いらいらした状態であったが、他の国の関係

者は特に気にする様子も示さなかったこと。ま

た受付担当が老人でゆっくり仕事していること

に対し、受付のほかの人たちも特に受付を増や

すなどの対応をするわけでもなく、老人に仕事

を任せているとのことであった。高齢化社会に

向けての日本のあり方の話になったのかとも感

じたが、とくに高齢化の話に発展するのではな

く、最後にまとめとして、「手間ひまかけて、

ゆっくりと」と話していたことが印象に残ってい

る。

森林に対する行政の動き�4

　二酸化炭素排出量抑制のため、森林の光合成

作用に期待する部分は大きく、木材として二酸

化炭素を蓄え、有効に木材利用される間、森林

では新たな成長を期待するといった基本的な考

え方は、講演された長野県、地球博を開催した

愛知県ともに共通していた。

　また現状の森林管理において、人手不足、ま

た森林から切り出した木材の需要と供給のバラ

ンスが崩れ、森林側に十分な収入が回ってこな

いことも同様に指摘されていた。

　保存すべき森林と、製材・木質材料を生産す

る人工林とをはっきり分け、太陽の光と水と養

分から成長した人工林からの木材は、有効利用

される市場に適切な価格で供給できるよう、そ

のしくみ作りが始まっているとのことであっ

た。

　講演を聴き、過去の木材学会シンポジウムに

おいて、「木材は、最後には腐る・燃えるなどに

より二酸化炭素を放出する。」ということを聞い

たことを思い出した。木材がもつ欠点と捉える

ことが多いが、その使い方次第で腐る・燃える

という欠点をカバーでき、また必要に応じて自

然にもどることができる材料は少ないと思う。

企業からみた森林資源�5

　木材産業を考えると、住宅、建材、紙パルプ

といった企業イメージが固定観念として存在す

るが、今回の講演では、トヨタ、東芝といった

木材とあまり関係ないと思われる企業の代表が

講演された。トヨタは森林資源をバイオ燃料と

とらえ、ガソリンに依存しない燃料開発の模索

を始めている。たしかに化石資源に依存してい

る現在、資源枯渇の危惧もあり、次のエネル

ギー資源を模索することは当然の流れである。

トウモロコシからエタノールを抽出し、食用ト

ウモロコシ価格の上昇をまねく事態が生じた

ニュースを思い出した。木材であれば森林資源

として十分に供給可能であると考え、森林から

バイオ燃料となったと思われる。インターネッ

トで「トヨタ　バイオ燃料　森林」とキーワード

を入力して検索すると多くの情報を入手するこ

とができる。

　東芝の試みは、ナノカーボン製造システムと

いったものであった。ナノテクノロジーは聞い

たことがあったが、木材との関係は不明確で

あった。講演を聴いた範囲では、木材からカー

ボンナノチューブを取り出し、新材料へ展開で

きるというものであった。

　いままでの材料に比べ、軽量で強度が高くパ
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ソコンや携帯電話のみならず、車両、航空機、

宇宙船などへの展開も考えられるようであっ

た。

パネルディスカッション�6

　パネラーの講演終了後、福島教授、草野氏を

中心に討論が行われた。森林行政では、森林資

源の付加価値を高め、従来の木材利用にとらわ

れず新たな試みを実施したいという希望はある

ものの、一歩進もうとするとなかなか動き出せ

ない点、逆に企業側からは、具体的な提案をど

のように持ちかければよいかが不明確な点が指

摘された。

　森林資源として従来の木材とは異なる新たな

ものを造り出すことは、規模の問題からもリス

クが大きいと感じるのではないかと考えた。ま

ずは小さい単位で事業化した方が、発展性があ

り、さらに言えば自社で山ごと購入するくらい

のことでも良いのではないかと思う。

手間ひまかけて、ゆっくりと�7

　トヨタ、東芝の講演は、目的が明確でわかり

やすく、森林資源をいかに有効に利用できるか

ということに対して説得力があった。シンポジ

ウムを聞いて、将来森林資源を使ってエネル

ギーを作り出す時代が来るのだろうとも考え

た。森林の付加価値が高まり、森林が先端技術

に支えられ業として成り立つこともあり得ると

思える。

　ひとつだけ気になったことは、草野氏が講演

の最後に、「手間ひまかけて、ゆっくりと」と話

した点である。効率よく合理的に事業を進める

ことが要求される現在社会において、のんびり

したことを話していると最初は感じた。しかし

今になって思うと、人間生活ではなく、森林・

木材のことのようにも思える。植林されてから

伐採に至るまで、50年近くの歳月を要する森林

資源は、下草刈りや間伐など多くの手間がかか

る。

　日本の森林は、生長量に比して伐採量が少な

いのではないだろうか。森林が有効な資源と

なった場合、生長量と伐採量のバランスを保つ

ことができるだろうか。トウモロコシのような

短期間で収穫できるものでさえ収入が上がるエ

ネルギー利用が増え、食用が減少することか

ら、50年も成長に時間を要する森林がバランス

を崩すと、取り返しがつかないということに警

鐘をならしたのではないかとも思える。

　とはいえ現状は、林業を活性化し、木材を有

効に利用することが、地球温暖化を防ぐ方法の

ひとつであるので、つくば建築試験研究セン

ターは建築という立場から木材利用を推進して

いきたい。
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2009年度日本建築学会大会（東北）材料施工�
パネルディスカッション参加報告�

「梁端現場溶接接合が抱える課題」�

構造・材料試験部　服部 和徳�

試験・研究情報�

はじめに�1

　去る平成21年８月26日～８月29日にかけ、

2009年度日本建築学会大会（東北）が東北学院大

学にて開催された。８月27日に材料・施工分野

において「梁端現場溶接接合が抱える問題」とい

うテーマのパネルディスカッションに参加させ

て頂いたので簡単に概要を御報告させて頂く。

パネラー�2

　表１に主題及びパネラーを示す。田渕教授（神

戸大学）より趣旨説明がありパネルディスカッ

ションが開会された。次に、各パネラーより各

論解説があった。まず初めに、中込教授（信州大

学）より梁フランジ完全溶込み溶接に関する課

題、続いて、難波准教授（神戸大学）より混用接

合部について、加賀美氏（日建設計）より施工管

理について、嶋氏（戸田建設）より検査方法につ

いて、最後に坂本氏（清水建設）より設計上の留

意点と改善ディテールについて解説があった。

現場混用継手の問題点�3

１． 現場混用柱梁接合部について

　現在、梁ウェブを高力ボルト摩擦接合とし、

梁端フランジと柱の完全溶込み溶接を現場で行

う現場混用接合（図１）が多用されている。現場

混用継手のメリットとして、下記の点が挙げら

れる。①ボルト本数やスプライスプレートに用

いる鋼材量が低減できる。②梁端部の納まりが

表１　主題及びパネラー

梁端現場溶接接合が抱える課題

趣旨説明 田渕　基嗣（神戸大学）

①梁フランジ完全溶込み溶接に関する問題点

中込　忠男（信州大学）

②混用接合部に関する問題点

難波　　尚（神戸大学）

③工事現場溶接の施工管理に関する問題点

加賀美安男（日建設計）

④溶接部の検査方法に関する問題点

嶋　　　徹（戸田建設）

⑤設計上の留意点および改善例

坂本　眞一（清水建設）

まとめ 岡田　久志（愛知工業大学）

現場混用接合� 工場溶接接合�

Diaphragm Diaphragm

scallop

Beam

Weld Joint

Beam

Weld Joint

high-strength bolt

Column Column

bracket Beam

図1　柱梁溶接接合部の模式図

良い。③ブラケットが無い為保管が容易で、輸

送コストが低減できる。一方、この工法につい

ては以下の問題点が指摘されている。

○力学上の問題点

1）現場混用柱梁接合部の載荷実験によれば、比

較的早期にシアプレートと梁ウェブの間に滑

りが生じる。一旦滑りが生じると繰返し載荷
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により滑りは助長され、梁ウェブの曲げモーメ

ント伝達が工場溶接形式に比べて低下し、梁

フランジ応力の増大を招く。

2）梁ウェブのボルト接合部がどのような考え方

で設計されるかが設計者により異なる（同じ設

計組織の中でも違いがある）。

・梁ウェブの曲げ負担を考慮しない

・梁ウェブの全てのボルトが曲げ負担

・中立軸近くはせん断力負担、その他は曲げ

負担

○施工上の問題点

1）組立て精度が現場の建て方精度の影響を直接

受けるため、工場製作と同レベルの組立て精

度を確保することが難しい。

2）下フランジの開先が内開先となるため、溶接

欠陥の発生し易い溶接初層が梁フランジの外

面側に位置する。そのため、固形エンドタブ

工法を採用した場合、工場溶接接合形式に比

べて梁フランジ端部の溶接欠陥が梁フランジ

の脆性破壊に与える影響が大きい。

3）梁ウェブが邪魔板となるため、下フランジの

溶接線を通すためには、ある程度の大きさの

スカラップを設ける必要があり、ノンスカ

ラップ工法を採用することができない。

4）下フランジ側のスカラップ底と溶接部が近接

するため、歪集中が顕著になったり、スカ

ラップ底近傍に不注意なアークストライクが

置かれる危険がある。

○現場混用柱梁接合部の施工手順の問題点

　通常、現場混用柱梁接合部の施工は、梁ウェ

ブの高力ボルトの本締めを行った後に梁フラン

ジの完全溶込み溶接を行う。その際、以下のよ

うな現象が生じることが指摘されている。

1）梁フランジの溶接による熱の影響で、ボルト

張力が低下する。

2）一方の梁端部が溶接された後、他端の梁を溶

接する際に拘束度の高い状態になり、梁フラ

ンジが厚い場合には溶接割れが生じる可能性

がある。

3）溶接部の収縮に伴う残留応力の発生や、梁

ウェブボルト接合部の滑りが生じるが、これ

らが梁端部の耐震性能に与える影響など未解

明な点がある。

　上記に示す様に、現場混用柱梁接合部形式に

は様々な問題点を抱えており、採用には設計者

および施工管理技術者に高度の判断能力が要求

される。一方、現状は、十分な検討が行われる

こと無く、コスト削減を目的にこの工法が安易

に採用されている場合が多々ある。本パネル

ディスカッションでは、現場混用柱梁接合部を

対象に、主に施工上の問題点について議論がな

されていた。

施工上の問題点�4

　現場混用接合形式を使用した場合の梁フラン

ジ完全溶込み溶接の抱える問題点として下記に

示す様な指摘がされた。ちなみにこの項目につ

いては私も共著者として微力ながらお手伝いさ

せて頂いている。

1）梁下フランジにおいて、スカラップ底と梁溶

接止端部が近傍していると、早期破断する可

能性が非常に高い。スカラップ底と溶接止端

部の距離は、10mm以上離す事が有効であ

る。

2）破壊起点の靭性（０℃シャルピー吸収エネル

ギ）が低い場合、変形能力が低下し、早期破断

する可能性がある。従って、使用する部材

は、靱性のある程度高いものを使用する事や

溶接条件は厳しく遵守する事が重要となる。

3）現場混用接合部の下フランジは内開先とな

り、初層部に溶接欠陥が存在する場合、梁フ

ランジの最外縁に溶接欠陥が位置する為、工

場溶接接合部より変形能力は大幅に低下す

る。その為、初層部の欠陥には十分注意する

必要がある。
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施工手順に関する問題点�5

　梁ウェブ高力ボルト接合部でのすべり挙動

が、梁の塑性変形能力に及ぼす影響等、現時点

でも十分に解明できていない課題も残されてい

る。特に、高力ボルト接合と溶接接合を混用す

る関係で、施工時の挙動は複雑で、むしろ解明

できている点の方が少ないといっても過言では

ない。高力ボルトを先に締めるのが良いのか、

溶接施工を先に行うのが良いのかという施工手

順については昔から議論され続けている話題で

ある。

　現行の混用接合部の施工手順は、梁ウェブの

高力ボルト接合部の締付けを完了した後に、梁

フランジの溶接施工を実施することになってい

る。これは、建方精度の維持および溶接収縮に

伴うウェブとシアプレートのボルト孔のズレ回

避、摩擦面の密着度の確保などを目的としたも

のである。しかし、この施工手順の場合、梁フ

ランジ溶接部は梁ウェブ高力ボルト接合部によ

り溶接収縮を拘束されることになる。梁ウェブ

高力ボルト接合部は、梁フランジ溶接部の溶接

収縮と溶接入熱の影響を受けることは避けられ

ない。

　上記に示す問題は、まだまだ未解決の部分が

多く今後の実験データの蓄積が必要である。

改善ディテール�6

　兵庫県南部地震以降、梁端部の脆性的な破壊

現象の解明に関する研究や、構造性能の改善が

図れる接合部ディテールの提案がなされてき

た。工場溶接接合部の場合には、ノンスカラッ

プ工法を適用することで、脆性的な破壊を回避

でき、高い塑性変形性能が得られることが明ら

かになっており、実案件で適用されている。し

かし、現場溶接接合部の場合は、現状において

もウェブボルト接合部分の挙動と梁端部の性能

の関係が十分に解明されていない。また、改善

ディテールに関して種々の工法が提案されてい

るものの、ノンスカラップ工法のように一般的

に認められたレベルには至っていない。現場溶

接接合形式の梁端部を設計する際に留意すべき

点および、兵庫県南部地震以降、提案されてい

る改善ディテールについて、その特徴と採用す

る際の注意点について紹介があった。

○現場溶接接合形式の設計する際に留意すべき点

　材料の選定からディテールの設計、実際の現

場の施工条件・品質管理という一連の設計の流

れにおいて、全ての段階で、細心の注意を払う

必要がある。ディテールの他に、材料面では、

SN材のように降伏比やシャルピー吸収エネル

ギーが規定された材料を選定すべきである。ま

た、溶接施工段階では、以下の事項が重要とな

る。

・溶接材料として、高入熱・高パス間温度に

対して強度低下が小さいYGW-18の使用。

・入熱・パス間温度の制限値を遵守するため

の施工手順の計画。

・現場溶接の高い技量を持った技能者の選

定、など

○改善ディテール

　図２に示す改善ディテールの特徴と施工面で

の留意点について紹介があった。これらのディ

テールを有する工法は、溶接部近傍に発生する

応力や塑性化領域をコントロールすることに

RBS工法�

水平ハンチ工法� ダイアフラム突出工法�

現場�
溶接部�

鋼製プレート�

ダイアフラム�
（一枚もの）�

部分溶込み溶接�
（工場）�

現場�
溶接部�

孔�切欠き部�

図2　改善ディテール
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よって従来の接合形式の欠点を改善し、工場溶

接接合形式の梁端の構造性能とほぼ同等の性能

を発揮できるものである。しかし、従来工法以

上に設計や施工面での詳細な検討が要求され

る。

　単に、形状を真似するだけでは構造性能の改

善は無く、設計者および施工者は適用する工法

のメカニズムや施工上の留意点を十分把握する

必要がある。

●水平ハンチ工法

　梁フランジを拡幅した水平ハンチ工法は、多

くの研究機関で実験が行われ、曲げ耐力や塑性

変形性能に関しての有効性が実証されている。

この工法を採用する際は、補強プレートの長さ

や幅を、梁せいやスパン長を考慮して適切に設

定する必要がある。特に、補強プレートの長さ

が短い場合には性能の向上が期待できない場合

があるので、少なくとも梁せいの1/2以上の長さ

は確保する必要がある。また、補強プレートを

梁フランジの側面に溶接する工法を採用する際

には、補強プレートが斜めに梁フランジと接す

る箇所（補強端部）に、ノッチなどの傷が付かな

いように溶接をすることが要求される。なお、

補強部を含めたフランジ部を一枚板で加工し、

梁と溶接接合する場合においても、補強端部に

はアールを設け、応力集中を低減するような処

置が必要である。

●RBS工法（切り欠きタイプ、ボルト孔タイプ）

　RBS（Reduced Beam Section）工法の特徴は、

柱表面から離れた梁フランジに切り欠き部ある

いはボルト孔を設け、そのフランジ断面が低減

された部分で塑性変形を期待するものである。

この工法は、1994年１月のノースリッジ地震以

降、米国で研究開発されたディテールである。

●ダイアフラム突出工法

　この工法の特徴は、ダイアフラムの梁フラン

ジに相当する部分を突出させ、突出部の根元の

偶角部には50mmのアールが設けられている。

ウェブ接合部分は、一種のショートブラケット

タイプとなっており、この150mmの突出部を利

用して、梁ウェブと２面摩擦接合されている。

　実験では、従来の現場溶接タイプとの比較が

なされており、本工法の適用によって塑性変形

性能が1.3倍に改善されるという報告があった。

設計の際には、突出部の長さを梁せいやスパン

長を考慮して適切に設定する必要があり、施工

時には、ダイアフラム加工の際に、突出部の根

元の偶角部にノッチなどの傷が付かないように

アール加工をすることが要求される。

●カバープレート工法

　カバープレート形式の実験は、最近の10年の

間、ほとんど行われていない。これは、現場溶

接部ルート近傍の超音波探傷検査が困難である

との理由から、実際の現場で適用されなくなっ

たためである。

　現場溶接部のUTの問題や、カバープレートの

隅肉溶接止端部の形状やアンダーカットの有無

の管理を考えると、推奨できる工法でないと考

えられる。

感想�7

　本パネルディスカッションに参加して、現場

混用接合部の問題点に関して私なりの見解を示

す。

　現場混用接合部の力学的性能に関し未だ未解

決の部分がまだ多く、今後解決しなければなら

ない問題が山積している事を改めて認識した。

しかしながら、実施工においてはコスト面を重

きにおいて現場混用接合部の使用頻度が多く

なっている事は確かである。

　まずは、設計者に対し、今一度現場混用接合

を使用する際の注意点を再認識して頂くことが

重要であると考える。

　もし、現場混用接合部を採用する場合には、

気軽に採用する事は慎み、十分な品質を担保で

きるか否か様々な検討をする必要がある。も

し、品質性能に不安を感じるのならば現場混用

接合部の採用は控えるべきであろう。もしく

は、パネルディスカッションで紹介のあった改
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善ディテールを採用するなど慎重な判断が必要

であると私は考える。

　現場混用接合部の力学的性能は、材料の機械

的性質・溶接施工・高力ボルト接合部の性能等

が複雑に関係していると考えられる。これらの

諸要因の中に、一つでも問題があると早期破断

の確立が非常に高くなることが想定される。私

も、大学在学中から現在まで一貫して、現場混

用接合の実大破壊実験を数多く実施している。

実際に、接合部実験をおこなった結果では現場

混用接合は工場溶接接合に比べ、総じて早期破

断する事が多い事は経験している。

　また、非常に残念な事ではあるが、現段階で

は設計者・施工者ともに、この問題についての

認識が薄いのでは無いかと感じられる。本号の

特集コンセプトである「生産者とユーザーの信頼

構築」という観点からも研究者と設計者・施工者

等との大きな狭間があるという問題が伺える。

研究者は実務者に対し、最新の研究成果の知見

を発信し、逆に実務者は研究者等に現在抱えて

いる問題点等を気軽に投げかけられるようなシ

ステムや環境を構築する事を期待する。その様

な事が、安心・安全・快適な社会インフラ整備

の構築をする為に重要な要素であると個人的に

は考える。
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構造・材料試験部長　藤本 　効�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
定着金物を用いた連続繊維シートによる劣化
スラブの補強効果　その3

　片持ちスラブの固有周期と長期たわみ　既存

集合住宅、特に1970年以前に供給されたもの

は、床スラブの厚さが100から130㎜の場合が多

いため、クリープにより亀裂が生じているもの

が少なからず存在しています。今回の研究報告

は、この様なスラブに適用する炭素繊維プレー

トを用いた補強、補剛工法に関したもので、従

来工法との施工性比較、長期載荷実験経過、補

強効果の検証結果及び固有振動数の変化につい

て検討したものです。

　この工法は、炭素繊維とアンカー一体型定着

金物を組合わせ使用したもので、連番発表であ

るその2では、炭素繊維シートを使用する場合、

当該発表であるその３においては工場で短冊状

板に成形した炭素繊維プレートを用いる場合に

関して発表いたしました。物理的性能の検証方

法は、既存スラブを再現するため事前載荷を行

いスラブに亀裂を発生させ、亀裂発生後及びこ

の工法により補強した後の固有振動数を比較し

ました。なお、固有振動数の比較は、後述する

長期載荷期間中にも行いました。

　また、補強後のスラブに対しては錘による長

期載荷を実施し、たわみ量の経時変化を計測し

ました。

　固有振動数は、健全時を100％とすると亀裂発

生後は約60％に低下しますが、補強により約80％

まで回復することが確認されました。また、長期

載荷（150日）後においても同等の固有振動数を維

持していることが確認出来ました。

　長期載荷は現在も継続中ですが、たわみの増

大率（載荷24時間後を基本値として）が、対数時

間と相関する可能性が示唆されるようなデータ

が得られており、この関係が成立した場合、10

年後の増大率予測値が３倍程度、50年後では3.5

倍程度となります。

　発表（その2、3）に対する質問として以下のも

のが有りました。回答も併せて記します。

¡両端固定スラブの撓みを戻すと、炭素繊維を

貼った事による断面性能の向上分以上の改善

効果があると言う事だが、片持ちスラブでは

どうだったのか？→片持ちスラブでは断面性

能の向上分だけの効果しか無かった。両端固

定スラブは不静定次数が高いので、撓みを戻

すことによりスラブに軸力が発生し、剛性回

復に寄与しているものと思われる。

¡端部の定着プレートが無い場合はどうなるの

か？→コンクリートと炭素繊維との接着力は

弱いので、所定の定着長さが確保できない場

合には剥離破壊が生じる。

¡補強は、スラブを持ち上げてCFシートを貼っ

ただけなのか？

エポキシなどでひび割れの補修も行ったの

か？→炭素繊維によるの効果だけを確認する

ために、ひび割れの補修は行っていない。

¡施工的に撓みを戻すのは難しい。現状のスラ

ブ位置で補強しても効果は無いのか？→現状

のスラブ位置での補強では軸力が発生しない

2009年度�

日本建築学会大会（東北）参加報告�

試験・研究情報�
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ので剛性回復効果は少ない。

¡梁の際まで壁があるときにはシートの定着は

どのように行うのか？→壁に穴を開け、裏側

に耐圧プレートを設置しタイプB金物と縫い

付ける様に補強を行う。

　さて、今回の発表は「空間拡大」のセッションで

行われました。同一セッションにおいては、梁下

高さを拡大するため既存梁のせいを短くし幅方向

に補強、補剛する工法や、既存耐震壁に設けた新

設開口周辺の補強方法提案、新たに住戸内階段を

設置するためスラブに開口を新設する時の補強方

法等の研究発表が行われ、既存集合住宅のリノ

ベーションに関する技術開発がさまざまな角度か

ら行われていることがうかがわれました。

企画管理室　永谷 美穂�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
基礎及び敷地に関する基準の整備における技
術的検討（その4）�
地震による宅地擁壁被害の実態�

　昨年度の国土交通省による建築基準整備促進

補助金事業の一環として実施した「基礎及び敷地

に関する基準の整備に資する検討」のうち、「地

震による宅地擁壁被害の実態」について報告を

行った。これは、各種被害調査報告書や専門家

等による研究論文の机上調査及び被災地の現地

調査による結果を整理したものである。

<宅地擁壁被害の実態>概要

　全国的に施工数が多い玉石積みや空石積み擁

壁は、被害記録も多く残されている。元々の施

工数からみて、一概に石積み擁壁が被害に遭う

確率が高いとは言えないという分析もあるが、

構造的に一体化されていない脆弱な擁壁は、地

震動に伴う変形に対する強度や剛性が不足して

いることから、背面地盤の変動により崩壊に至

るということは現実である。

　また、擁壁を構成する材料（目地詰め材を含

む）や裏込め材・盛土材・支持地盤等の劣化、地

形・地質特性（風化しやすい花崗岩、吸水劣化す

る泥岩や凝灰岩等）を原因とする被害も各地で記

録が残されている。

　この他の主な被害形態分類として、平坦地の

少ない地域での増し積みや張り出し擁壁等の追

加的に築造された擁壁の被害等の地域性が絡む

ものや、排水機能の不備を原因とするもの、建

築基準法に定めていない規模（高さ2ｍ以下）であ

るために構造計算が行われず設置されたことに

よるもの等が挙げられる。

　現地調査において、これらの特徴に該当する

擁壁は各地で散見されており、一刻も早い擁壁

設置に係る技術基準を定めた法令等の整備が待

たれるが、擁壁を設置する住民自身が宅地の安

全について正しい認識を持つことも重要なこと

であると考える。

構造・材料試験部　久世 直哉�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
基礎及び敷地に関する基準の整備における技
術的検討（その5） 宅地擁壁と住宅との離間
距離等に関する実態調査�

　学術講演会では、「基礎及び敷地に関する基準

の整備における技術的検討　（その５）宅地擁壁

と住宅との離間距離等に関する実態調査」につい

て報告しました。

　その概要は、以下の通りです。

¡地震時などにおける宅地擁壁被害の実態を調

査した結果、擁壁が変状等を生じることによ

り、擁壁の周囲に建つ住宅にも被害が及ぶ事

例が確認された。

¡全国にある宅地擁壁に関する悉皆調査の結

果、設置されている宅地擁壁の多くが擁壁の

規模や構造種別に関わらず、住宅に近接（離間

距離１～２ｍ）して建てられていることが確認

された。

　これらの調査結果を受けて、今後は、擁壁の変

状等に伴い住宅に被害が生ずるおそれのある条件

の整理及びその場合における安全上適当な措置方

法に関する調査・検討を行う予定です。
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構造・材料試験部　菅谷 憲一�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
基礎及び敷地に関する基準の整備における技
術的検討　その6ごみ地盤及び崖地等敷地の
安全性に係る技術基準に関する調査・検討�

発表課題名�
鋼管杭を利用した直接熱交換式よる地中採放
熱に関する実験（発表者：咸共著）�

　「基礎及び敷地に関する基準の整備における技

術的検討　その6ごみ地盤及び崖地等敷地の安全

性に係る技術基準に関する調査・検討」につい

て、基礎及び敷地の補助金事業で担当した敷地の

安全と衛生（建築基準法第19条関連）に関する調

査・検討に関する成果の一部を報告しました。報

告内容は以下の２つのテーマを取り上げました。

　一つ目は、埋立地（ごみ地盤）に建築を計画す

る場合の安全性と衛生面について、ごみ地盤の

安定化指標及びごみ地盤の安定化の過程で発生

する有害（毒）ガス対策に関して、技術的基準の

目安の一例を調査した結果を示しています。二

つ目は、崖地の安全性に関して斜面崩壊が生じ

た時に斜面下側の建築物の崩壊を防止する擁壁

（待ち受け擁壁）の必要高さについて、斜面の高

さ、斜面の勾配、斜面崩壊の円弧すべり面の角

度をパラメータとして検討（計算）した結果を示

しています。

　エネルギー（地熱利用）杭の研究開発に関連し

て、鋼管杭を利用した直接熱交換式よる地中採

放熱に関する実験（発表者：咸、共著）について

も報告をしました。専門分野外の発表を拝聴す

ることで、見聞を広めることに努めました。

　専門分野の一つである構造設計に関しては、

研究協議会・特別調査（構造設計）の意見交換（討

議）を拝聴しました。耐震診断・耐震補強に関し

て、外付けフレームによる耐震補強を計画する

場合に特例措置（建築面積及び述べ床面積の緩和

等）を設けて欲しいとの要望が設計者側から提案

されていました。設計者、研究者、行政側担当

者（建築基準法での取り扱い等）の立場の違いか

ら、違う見解があり参考になりました。

構造・材料試験部　下屋敷 朋千�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
ねじりせん断による仕上げ・下地モルタルの
付着性状評価に関する実験的研究�
（その2 モルタルの厚さが引張・せん断強度
に与える影響）�

　コンクリート躯体と仕上げ材間に生じる外力

は自重、躯体の温冷・乾湿の繰り返しムーブメ

ント等による面内方向のせん断力が支配的であ

るが、施工現場におけるコンクリート躯体と仕

上げ材の付着性能評価は、引張試験機による面

外方向引張強度による場合が一般的である。

　本研究は、現場におけるコンクリート躯体と

仕上げ材のせん断に対する付着性状の簡易的な

評価方法として、ねじりせん断試験方法を提案

するものである。

　前報では、提案しているねじりせん断試験方

法を示し、また、シリンダー型テストピースの

供試体を用いて圧縮・直接引張・ねじりせん断

試験を行った結果から、ねじりせん断試験が強

度確認において、引張試験と同様な傾向の結果

が得られる試験方法であることを報告した。

　本報では、このねじりせん断試験について、モ

ルタルの厚さが引張・せん断強度に与える影響を

実験により確認し、結果として引張試験とねじり

せん断試験から得られるモルタルの強度は、厚さ

が異なっても相関がある事を報告した。

構造・材料試験部　大野 吉昭�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
コンクリートに用いる混和材料の収縮低減効
果に関する調査（その2 収縮低減効果とその
考察）�

　2009年度建築学会大会では、材料施工部門で

は656課題の発表があり、その中でも収縮・ク

リープのセッションでは47課題と全体の７％程

度を占めております。耐久性のセッションを含

めると10%以上がコンクリート材料の耐久性に
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関わる発表がされており、現在の材料施工分野

でも大きな関心が向けられていることが分かり

ます。

　現在、鉄筋コンクリート造構造物の収縮ひび

割れに対する制御設計手法として「鉄筋コンク

リート構造物の収縮ひび割れ制御設計･施工指針

（案）･同解説（2006）」が示され、コンクリートの

調合や養生条件の影響を考慮した収縮ひずみ予

測式が提案されています。また、指針では任意

の短期材齢から収縮ひずみの最終値を算定し、

それに基づきコンクリートの長期的な収縮ひず

みを予測する手法が示されています。

　今年度は、その１で文献調査を行い、その２

では文献調査の結果から膨張材や収縮低減剤の

収縮低減効果と圧縮強度への影響について、混

和材料の使用方法や使用量に着目して検証を

行っております。また、最終乾燥収縮ひずみは

任意の材齢から終局値を予測し、若材齢ほど予

測される終局値に影響を与えるため、収縮ひず

みを測定した材齢ごとに検証を行った結果の報

告を行っております。また、2009年度には建築

工事標準仕様書・同解説（JASS5）が改訂され、

コンクリートの乾燥収縮率が8×10－4と規定され

るなど、乾燥収縮ひずみに起因するコンクリー

トのひび割れは、建築物の耐久性に影響を及ぼ

しています。

　建築物の耐久性向上は、コンクリートのひび

割れを抑制することが重要であり、かつ限られ

た資源を有効利用する為にも、収縮ひび割れに

対する制御設計手法による予測値の精度向上が

今後の課題と思われます。

構造・材料試験部　服部 和徳�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
現場溶接型柱梁溶接接合の変形能力に関す
る実験的研究�

　2009年日本建築学会大会（東北）材料・施工部

門と鋼構造部門に参加させて頂きましたので、

発表論文の内容と聴講したセッションの概要に

ついて簡単にご報告申し上げます。

　新たな知見を得たり、最新の情報に接したり

する機会のひとつとして、建築学会大会への参

加は大変有意義であると、毎年の事ながら感じ

ております。

　材料・施工部門：溶接施工のセッションにお

いて「現場溶接型柱梁溶接接合の変形能力に関す

る実験的研究」というタイトルにて論文発表致し

ました。発表論文の内容を簡単にご説明させて

頂きます。鋼構造建築物において梁の塑性変形

能力を確保する事は大地震時に人命を守るため

に重要となります。柱梁溶接接合部は「工場溶接

接合形式」と「現場混用接合形式」の２種類に大別

されます。現場混用接合形式は、ボルト本数、

スプライスプレートの低減、輸送時の効率化と

いうコスト面から近年非常に多用されており、

今後も使用率が多くなるであろうと想定されま

す。一方、品質性能の面から考えると1995年兵

庫県南部地震において、現場混用接合形式にお

ける梁端破断の発生率が工場溶接接合形式の場

合の３倍弱であり梁端の塑性変形能力を確保す

る事が困難である事が指摘されています。そこ

で、現場混用接合形式の変形能力を向上させる

ディテールとして、現在、水平ハンチ工法が多

用されております。水平ハンチ工法とは梁の端

部に補強板を溶接で取付ける事で耐力上昇を期

待する工法です。水平ハンチ工法は溶接で板を

取付ける手間や技量などが要求されます。ま

た、私達が推奨している新しい工法として孔空

きフランジ工法も改良工法の一つとして挙げら

れます。孔空きフランジ工法とは、読んで字の

ごとく、梁フランジに意図的に孔をあけて、孔

部を積極的に塑性変形させる事で梁端部の早期

破断を防ぐ方法です。本論文では、実施工で現

在良く使用されている水平ハンチ工法と私達が

推奨している孔空きフランジ工法の比較破壊実

験を行いました。その結果、水平ハンチ工法は

無改良の試験体に比べ変形能力がほとんど向上

しなかったのに対し、孔空きフランジ工法は約

2.4倍という結果になり、孔空きフランジ工法の
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優位性を実験的に確認できました。

　引き続き、聴講したセッションの最近の動

向・話題について簡単にご報告いたします。

　材料・施工部門（鉄骨セッション）において

は、建築用薄板鋼材溶接接合部のプロジェクト

における論文が多く発表されておりました。研

究の内容としては現在、工業化住宅を中心に、

戸建や共同住宅の分野で、鉄骨系の建物が多く

建てられています。これらの構造材には６mm

以下の薄い鋼材が多用されていますが、その溶

接部に関する施工及び品質保証に関する評価基

準はなく、６mm以上の厚板鋼材を使用する重

量鉄骨を対象とした「建築工事標準仕様書JASS6

鉄骨工事」等を参考にその施工を行っているのが

現状です。また、近年、防食の観点から表面に

各種めっき処理を施した表面処理鋼板が建築用

として開発され、住宅等に多く用いられるよう

になってきていますが、表面処理鋼板の溶接施

工に関する統一的な技術指針はありません。以

上のような背景から、建築で用いられている薄

板鋼材及び表面処理鋼材の溶接部に対する設

計・施工・検査の技術指針を作成することを目

的として、国土交通省－住宅生産課の市街地住

宅等供給効率化事業の助成によりプロジェクト

が構成され、その研究成果について多数報告さ

れておりました。

　鋼構造分野では、昨年度に引き続き超高強度

鋼に関する研究発表ならびにEディフェンス等

の大型振動台を用いた振動実験の報告が多くな

されていました。その中でも大型振動実験の報

告において、工場溶接接合形式は破断を呈しな

かったのに対し、現場混用溶接接合形式では破

断が生じているという報告があったのが興味深

かったです。また、材料・施工部門のパネル

ディスカッションでは「梁端現場溶接部が抱える

課題」というテーマに基づき現場混用継手につい

て活発な議論がなされておりました。

環境・防耐火試験部　安岡 博人�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
排水立管の排水騒音に関する代用測定方法
について�

　　　　

　音環境部門の概要と傾向を述べる。固体音関

連、特に床衝撃音、固体音については例年のよ

うに、２重床の床衝撃音、床の基礎的な解析の

発表が多くあり、技術的解析がまだ終わらない

ことを示している。２重床は元のスラブ、天井

などと結果が連成となって出てくるので、予測

の幅が大きくなる。現場の施工状態にもバラツ

キがあるので、現場測定の結果のバラツキも大

きい。固体音については、当センターも排水音

関連の発表を行ったが、新提案も含まれている

ため、質疑がなされた。大きな問題点は指摘さ

れなかったので、パブリックコメントを終了し

たと考え、一般試験規格として運用したい。ま

た、試験機関の共同で発表した、床衝撃音の試

験方法の適用についても活発な討議がなされ

た。設備系騒音については、若干件数が増えて

いる。室内音響が少なめなのは、音響建築物の

新築設計、施工が減少していることから伺え

る。数値解析も進化しているが、発表件数は少

なくなってきている。環境騒音、交通騒音など

は例年並みと思われる。今後環境騒音の法制化

や新項目の測定、評価法が検討されれば、その

分野の研究がなされるであろう。

環境・防耐火試験部　清水 則夫�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
住宅用窓の付属物による断熱性能の向上効
果について�

　今年の日本建築学会大会では、「住宅のエネル

ギー消費」のセッションで発表と司会を務めまし

た。自分が始めて建築学会大会に参加した頃

（1978年）の環境分野の発表は、商業ビルや事務

所ビルを題材に取り扱った研究が主で、住宅を

対象にしたものは少なかったように思います。
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最初のオイルショック後に省エネ法が制定さ

れ、企業の収益に関係する商業ビル・事務所ビ

ル・生産工場・運輸などの分野の省エネルギー

技術は飛躍的に進歩したのですが、これらのも

のと比較すると住宅の省エネ技術は進歩が遅れ

たように思います。このため、更にエネルギー

消費の削減が必要となり1992年に制定された新

省エネ法では、住宅の省エネ強化が主となった

ように思います。この頃から、大会での研究発

表も住宅を題材にしたものが増えてきたように

思います。住宅の省エネは、省エネ手法の導入

により冬季のエネルギーの消費量の削減効果が

大きくなる寒冷地が主となっていたように思い

ますが、住宅の建設戸数は、北海道などの寒冷

地よりも東京・名古屋・大阪などの地域が多

く、これらの地域の省エネ強化が国内のエネル

ギー使用量の削減に重要となることから、1999

年に次世代省エネ法が制定されたのだと思いま

す。この後も、住宅の性能表示制度やシックハ

ウス対策のための建築基準法の改正など、住宅

の品質改善を目的とした研究が必要となり、住

宅を研究課題とした発表は増え続けたように思

います。最近では、地球温暖化防止のため、住

宅での化石燃料使用によるエネルギー消費の削

減が求められるようになり、エネルギー使用の

実態や予測に関する詳細な研究が増えてきたよ

うに思います。今年の「住宅のエネルギー消費」

のセッションでも学生単独世帯のエネルギー消

費特性、超高層集合住宅の共用部のエネルギー

消費実態、集合住宅のエネルギー需要量の予

測、入浴スタイルによる給湯エネルギーの削

減、エネルギー消費と住まい方やその動向な

ど、エネルギー消費を細やかに調査した研究発

表が多くあり意見交換が行われました。

　自分は、住宅の省エネルギー化と室内環境改

善のために、外壁と比較して極端に断熱性能が

劣る開口部の性能を向上させる手法とその効果

について発表しました。BLつくばの第６号（平

成20年12月）では、当センターで測定した窓550

体の断熱性能の結果を報告し、断熱性能が最も

良かった窓でも熱貫流率が1.5（W/㎡・K）と、Ⅳ

地域（東京等）木造住宅の外壁の基準0.53（W/

㎡・K）より格段に悪いことを報告し、開口部の

断熱性能を向上させるためには、窓廻りの製品

を含めて検討する必要があることを示しまし

た。住宅では夜間帰宅してから家族が暖房機器

を使用するケースが多いので、採光を考慮しな

くてよい夜間に使用する窓廻りのカーテン・雨

戸等の付属物の性能を向上させることが、窓廻

りの断熱性能を向上させることに有効になりま

す。今年の発表では、実住宅での測定結果で、

ブラインドやガラリを使用することにより、9％

程度、ブラインドやガラリを厚さ4mmの合板程

度の断熱性能のものに変えることにより、ブラ

インドやガラリ使用時よりも10～20％程度消費

エネルギー削減効果が大きくなることを報告し

ました。

環境・防耐火試験部　咸　 哲俊�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
鋼管杭を利用した直接熱交換式よる地中採放
熱に関する実験�

　2009年度大会（東北）では、「未利用エネルギー」

セッションで発表しました。課題名は「鋼管杭を

利用した直接熱交換式よる地中採放熱に関する実

験」で、当センター敷地内に設置した鋼管杭（杭径

165.2mm、杭長６m）を対象に夏季と冬季の採放

熱実験を実施した結果を報告しました。

　今年度の地中熱利用に関する発表内容は、大き

く三つに分類できるかと思います。地中熱交換器

の採放熱性能、新しいシステムの開発とその性能

確認、システム性能評価に関する内容です。

　地中熱交換器の採放熱性能に関しては、熱交

換器の配管材質や埋設方法の違いを実験により

検討した発表がありました。地盤状況や地域の

影響などを考慮すると一般論にはまだならない

かと思いますが、水平設置熱交換器の採放熱量

が垂直設置熱交換器より大きいという実験結果

には大きなインパクトを受けました。今後、当
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センターでもシミュレーションによる研究にと

りくんでみたく思います。

　地中熱利用システムに関しては、地中熱源と

ほかの熱源を併用するシステムへの開発が進め

られており、地中熱と空気熱を併用したシステ

ム、地中熱と太陽熱を併用したシステムの開発

に関する発表がありました。特に、独創的な考

え方である地中熱と太陽熱を併用したシステム

については活発な議論が行われました。

　地中熱システムの性能評価に関する発表は、住

宅に導入したGSHPシステムの熱的性能をシステ

ム成績係数により評価した研究内容でした。

　全体的に、地中熱利用分野では積極的に新し

いシステムの開発に取り込みながらその方法、

方向性を模索している印象を受けました。

環境・防耐火試験部　水上 点晴�

2009年度日本建築学会大会�

発表課題名�
加熱条件の違いが耐火性能に及ぼす影響�

　2009年度大会（東北）では、「防火」セッション

で発表を行いました。課題名は「加熱条件の違い

が耐火性能に及ぼす影響」で、壁炉を利用した、

異なる加熱条件下における区画崩壊実験につい

ての報告を行いました。業務として行っている

耐火試験では、予め設けられた規定値により合

否の判定を行います。合格するに越したことは

ありませんが、多くの耐火試験では、市場原理

として当然、合格ぎりぎりの性能を狙ってきま

す。畑村洋太郎さんが「失敗学のすすめ」で述べ

られているように、残念ながら不合格となった

試験についても、そこから学ぶことの方が多い

と考え、光を当てたことが本研究の契機となり

ました。

　耐火試験は燃やすという行為を含んでいなが

ら破壊試験とは言えず、余力があることをもっ

て合格と判定するため、終局的な性能を得るこ

とが出来ないことになります。

　また、通常の耐火試験においては、実際の火

災を模擬するものとして国際的に利用されてい

る標準加熱曲線に基づいた加熱を行なっており

ます。これは十分に厳しい条件である盛期火災

を外力として想定することで安全側の設計をし

ましょうという理念です。かたや耐震性能にお

いては、１次設計では短期的な荷重として中規

模地震による地震力を設定し、2次設計では大規

模地震による地震力を設定するといった風に外

力を変化させています。

　これらを鑑みて、耐火試験では一律に決めら

れてきた加熱強度、載荷荷重について、異なる

条件を設定し、また、崩壊に至るまで加熱を行

い終局性能での比較を行いました。

　こうして、きたるべき防火区画設計の性能規

定化に向けて、設計で設定する変数（壁の種類、

火災規模、積載荷重）に対し、耐火試験で評価さ

れる性能（遮熱性、遮炎性、非損傷性）がどのよ

うに変化するかを検討しております。

　防災という専門分野は、図らずもディフェン

ス的な立場を取りがちです。しかし人が家を建

てるとき、シェルターとしての機能よりも夢や

希望を託すのではないだろうか？そんなことを

考えながら、今回の建築学会大会では、他の分

野の発表に積極的に参加し、討論に参加しまし

た。以前恩師から教わった、「研究を異なる視点

から見つめる大切さ」を念頭に、慣用の形式にと

らわれず他の分野で取られている方法を応用で

きないか、研究成果の正の部分だけに眼を当て

ないで負の部分を正当に評価できているかを考

えるいい機会となりました。異なる視点を持つ

ことはなかなか難しいことですが、自分の枠を

自分で決めてしまわないで、色々なことに興味

を持っていきたいと改めて思いました。



BLつくば　2009・1248

Q：試験を依頼してからどれくらいの期間で

試験実施できますか？

A：試験体の寸法、数、時期等により異なりま

す。申し訳ありませんが、まず、試験体の

仕様及び試験項目等が決まりましたら、お

問い合わせ下さい。ご依頼内容及び試験体

の準備状況等確認後、日程調整させていた

だきます。

Q：製品のみを持ち込んで試験を実施するこ

とはできますか？

A：いいえ、できません。試験装置は圧力箱方

式であり、装置の形状はその名の通り、直

方体の箱状です。試験体は箱状である装置

の１面に設置する為、装置の開口寸法に合

わせた壁体としなければなりません。建具

であればパネル状の仮想躯体を作製し、そ

の中央に建具を配置します。壁材であれば

枠（必要に応じて間柱、胴縁等を配置）を作

製し、そこに壁材を施工します。建具、壁

材のいずれの試験体にせよ、製品が仮想躯

体（枠）に取り付けられた状態でないと試験

は実施できません。なお、装置の開口は、

製品寸法に合わせて数種類あります。開口

の種類、試験体の作製方法等についてはお

問い合わせ下さい。

Q：建具で動風圧試験を受けるに当たり、試

験体は何体必要ですか？

A：基本的に試験体1体で気密性試験、水密性試

験、耐風圧性試験の三性能が実施できま

す。更に、開閉力試験及び戸先かまち強さ

試験（JIS A 4706サッシにおいて、スライ

ディングサッシ耐風圧性等級S-5以上に適

用）の２試験が追加でき、試験体1体で計５

試験まで実施可能です。

Q：試験に立ち会うことは可能ですか？又、

写真及びビデオの撮影は可能ですか？

A：試験の立ち会い、写真及びビデオの撮影は

可能です。ただし、他の場所で実施してい

る他社の試験体及び試験状況等の撮影はご

遠慮下さい。なお、建具等の障子のつり込

み及び調整等は当センターでは行いません

ので、調整等が必要な試験体の場合は、必

ずお立ち会い下さい。

Q：建具の水密性試験を受ける前に高圧洗浄

機を用いて水密性を確認したいのです

が、高圧洗浄機の水圧をJISの水密性等

級に読み替えることはできますか？

A：JISの試験方法では噴霧量（4l/min･m2）は定

められていますが、水圧は定められていま

せん。また、試験時に試験体にかかる力は

試験体全面に対する脈動圧であり、局所的

な水圧ではありません。従って、高圧洗浄

構造・材料試験部　下屋敷 朋千�

試験に関する基礎知識 その2�
動風圧試験Ｑ＆Ａ�

試験・研究情報�
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機を用いて水密性能の確認をした場合、その製

品中の各部位においての漏水のし難さ、し

易さを確認することはできるかもしれませ

んが、その水圧をJISの水密性等級に読み替

えることはできません。

Q：建具の水密性試験において不合格となっ

た場合に、調整及び部品の交換等をして

から当日に再試験をすることは可能です

か？

A：当日の試験スケジュールに余裕があれば可

能です。ただし、部品の交換等により、気

密性能が変わってしまうことがあります。

気密性試験も実施している場合には、気密

性試験と水密性試験の試験体が同一仕様と

は認められなくなりますので、試験成績書

に添付する試験体図面等資料に変更点の詳

細を記載していただくことになります。同

一仕様の試験体をご希望され、気密性試験

も再試験ということになると、試験体が濡

れている状態では試験実施できませんの

で、試験体を乾燥させる時間が必要となり

ます。依頼内容や試験スケジュールにもよ

りますが、部品等交換作業、試験体乾燥に

時間がかかる場合には、再試験実施は後日

となります。

Q：建具の耐風圧性試験において、試験中に

試験体が破損した場合、破損時の圧力が

その一つ下の等級の最高圧力を超えてい

て、且つ変位量等の要求値を満足してい

れば、その等級を満足したことになりま

すか？

A：JIS  A 4702ドアセット、JIS  A 4706サッシ

共に耐風圧性の要求性能の1つに“除圧後、

開閉に異常がなく、使用上支障がないこと”

があります。ご質問の場合、最高圧力時に

試験体に破損がなく、変位量等の要求値を

満足しているということですが、除圧後の

確認ができません。従って、一つ下の等級

だけではなく、全ての等級について満足し

たことになりません。

Q：耐風圧性試験では基本料金で何点まで変

形量を測定できますか？

A：基本料金にて13点までの測定となります。

測定点の追加、ひずみ等の測定はその都度

お見積もりとなります。ご相談下さい。

Q：看板等の取付強度を製品に直接風を当て

て知りたいのですが。

A：建具や建材等の耐風圧性能は、試験体に直

接風を当てるのではなく、風が試験体に当

たった場合にかかるであろう風圧を、圧力

として加えて確認するのが一般的である

為、当センターでは試験体に直接風を当て

る試験は実施しておりません。ただし、風

圧力を想定したおもり及びオイルジャッキ

による載荷・加力等は対応可能ですのでご

相談下さい。

Q：内装建具の通気量測定は実施しています

か？

A：玄関ドア、サッシの気密性試験だけでな

く、内装建具の気密性試験（通気量測定・有

効開口面積の算出）も実施しています。な

お、測定ポイント数等の試験方法は、お打

合せにより決定させていただきます。
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溶接部の試験方法概要�

　溶接部の強度・靭性は溶接条件に大きく依存

しています。加えて溶接部に存在する欠陥は構

造物の耐力・変形能力を大きく低下させる事が

危惧されます。これらの溶接部の強度・靭性及

び溶接欠陥の有無は溶接技能者に依る所が大き

いと言われています。特に建築物・船舶を構成

する鉄骨などの大規模構造物の溶接欠陥は、そ

のまま構造面での致命的な破壊開始点となり得

ます。溶接部の試験方法として図１に示す通

り、溶接施工性の健全性を評価する非破壊試験

と、溶接部が規格要求性能を満足し

ている事を確認する破壊試験に大別

されます。本報では、後者の破壊試

験の中でもポピュラーな機械試験の

うち引張試験と衝撃試験について概

説します。

引張試験�

　引張試験は図２に示す通り、母材

の引張試験（JIS Z 2241）、全溶着金属

部の引張試験（JIS Z 3111）、継手引張

試験（JIS Z 3121）の３種類に大別でき

ます。母材の引張試験は母材部より

JIS Z 2201に準拠して丸棒もしくは矩

形の引張試験片を採取します。全溶

着金属部の引張試験は一般的に平行

部が溶着金属からなる丸棒引張試験

片を採取します。継手引張試験は溶接部と直交

方向に平行部内に溶着金属、熱影響部および母

材が含まれるように引張試験片を採取します。

　引張試験は、油圧式のアムスラー型万能試験

機等を用いてゆっくり静荷重を与えて破断させ

ます。試験結果には試験片の形状および寸法、

試験温度、載荷速度等が大きく影響するためJIS

の試験方法を遵守する必要があります。

図1　溶接部の試験方法一覧

構造・材料試験部　服部 和徳�

試験に関する基礎知識 その3�
金属材料と溶接部の試験方法�

試験・研究情報�



BLつくば　2009・12 51

衝撃試験�

　引張試験は静荷重を与える試験ですが、実際

には材料に瞬間的な大きな力、すなわち「衝撃」

力がかかる場合も多くあります。衝撃試験は延

靭性を評価するための高速破壊試験であり、こ

こでは、代表的な衝撃試験であるシャルピー衝

撃試験を紹介します。

　シャルピー試験片はJIS Z 2242に準拠し、図

３に示すようなVノッチ試験片が多く用いられ

ています。

　衝撃試験は、試験片に対して高速で衝撃を与

えることで試験片を破壊し、破壊するのに要し

たエネルギーと試験片の靭性を評価するための

試験であり、フランスの技術者ジョルジュ・

シャルピー（Georges Charpy；1865-1945）が考案

した試験方法です。

　鋼材は、低温において靭性が低下する現象が

見られます。この現象は、試験片の温度を下げ

て、衝撃試験を行なうことで確認することがで

きます。試験温度と衝撃吸収エネルギーの関係

を図４に示します。図中の衝撃試験片の破面に

50％のぜい性破面が見られる温度を、破面遷移

温度Trs50と呼びます。なお、衝撃吸収エネル

ギーが、延性破面100%における値の50％以下に

なる温度を、エネルギー破面遷移温度TrEとする

場合もあります。

　建築分野においては、簡便な方法で試験温度

０°時の吸収エネルギー（０℃シャルピー吸収エ

ネルギー）を評価方法に使用する事が一般的で

す。

まとめ�

　本報では、金属材料及び溶接部の試験方法と

して、破壊試験のうち引張試験及び衝撃試験の

概要を示させて頂きました。

図２　引張試験片の採取要領
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図３　シャルピーＶノッチ試験片
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（JIS Z 2242より抜粋）
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　今年４月から、ベターリビングの臨時職員、

10月より正式に採用されました。はじめは、慣

れない事も多かったのですが、半年間働いてみ

て、少しは感覚がつかめてきました。

　私は高校を卒業するまで島根県仁多郡横田町

（現在の奥出雲町）で18年間、その後鳥取環境大

学に入学し、大学院まで６年間を鳥取県で過ご

しました。大学・大学院と、木構造（構造に限ら

ず木造建築全般）を勉強してきました。建築とい

う学問を勉強し始めて５、６年になりますが、

知識に乏しいような気もします。これから頑

張って「ひきだし」を増やしていこうと思ってお

ります。今後ともよろしくお願いいたします。

少年時代

　昔は体を動かすことが好きだったため、ス

ポーツをして過ごす日々だった。

　¡ホッケー

　¡スキー

　¡どじょうすくい（安来節）

　¡サッカー

　¡軟式テニス、硬式テニス

　クラブ活動で、強制的にやらされていたもの

（鬼のような親だったため、嫌とは言えず渋々や

る破目になったもの）もあるし、好んでやってい

たものもある。

性　格

　¡穏やか

　¡のんびり屋

　¡無神経のはずなのに変なことを気にする

　¡「何を考えているか分からない」と思われて

いるらしい（正直、何を考えているのか分

かったら気持ち悪い気もする）

趣味・特技

　¡ゴロゴロしながらテレビを見る（こっちに

引っ越してきてからはテレビが無いため見

られない）

　¡読書…村上春樹をよく読む（数カ月前には

1Q84の４月－６月を買ったが、まだ読んで

いない）

　¡音楽を聴く…洋楽（とくにOASISというUK

バンドが好きだが、最近内部で喧嘩して今

のところ活動中止らしい）

　¡徹夜（完徹）…危険なので滅多にしない

　¡人間観察

　¡フリスビーを投げる

　¡部屋の模様替え

つくばの印象

　¡広い

　¡なまりが強い

　¡思ったより人が多い

今後の目標など

　具体的には決まっていないが３つ程。

　¡専門性（３つ以上）を深める

　¡守備範囲をとにかく広げる（建築以外にも法

律とか哲学とか人の考えとかいろんなもの

に興味を持ちたい）

　¡常に攻めの姿勢を崩さずに、どんどん突き

進んでいきたい

環境・防耐火試験部　堀尾 岳成�

自 己 紹 介�
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　前号（50～52頁）にて、試験概要をご紹介しま

した「温水床暖房対応床仕上げ材の熱耐久試験」

ですが、同記事中でも触れておりますように、

平成21年６月より試験方法が一部改訂されてお

ります。当センターでは新方式への対応を本年

７月に完了しましたので、あらためてご案内さ

せていただきます。

【試験名称】

　温水床暖房用仕上げ材の熱耐久試験

【試験概要】

　本試験は「ガス会社統一基準方式」に定められた

方法、またはこれに準じた方法にて実施します。

　実施工仕様に準じて設置された試験体－基準

床（写真１ご参照）上に温水マットと仕上げ材を

設置したもの－に、温水（出湯時温度設定80℃）

を連続1,100時間循環させ、仕上げ面の性状変化

を観測・観察します。

　試験面には、熱がこもる状態を想定してカー

ペットを敷いた部分（カーペット部）、水がこぼ

れることを想定して毎日30ccの水を供給する部

分（水散水部）と、通常の床暖房を再現したその

他の部分（一般部）を設定します。

　試験結果は「試験成績書」としてまとめ、依頼

者へ発行します。

【主な測定項目】

○隙間量変化（幅・縦方向の仕上げ材境界部分）

○段差量変化（同上）

○仕上げ材幅方向の反り量変化

○仕上げ材含水率変化

○表面温度、雰囲気温湿度

○その他、目視による観察結果など

企画管理室（併）構造・材料試験部　佐久間 博文�

温水床暖房対応床仕上げ材の熱耐久試験�
試験のご案内�

写真１　試験用架台全景（左）と基準床（右）　※右側写真の一番上が基準床フレーム
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【試験の流れ】

事前のご相談

↓

試験・施工スケジュールの調整・決定

（試験依頼書の提出）

↓

施工・試験開始

↓

試験終了・試験体の解体

↓

試験成績書の発行

【試験ご依頼時の留意点等】

　本試験のご依頼にあたっては、以下の点にご

留意願います。

（1）温水マット・仕上げ材の施工及び試験後の解

体作業は、原則として依頼者様（または依頼

者様の代理の方）に、当センター施設内にて

行っていただきます。

＜ご用意いただく資材＞

¡試験対象となる仕上げ材

約８m２分必要になります。余裕を持って

ご準備ください。

¡温水マット

幅1,773mm×長1,818mm、厚12mmを２枚

（アルミ被覆架橋ポリ管を用いたものを使

用することが標準です）。

¡仕上げ材固定材料（釘、接着剤等）

¡構造用合板（厚12mm）

基準床（当センターで準備します）上に貼る

もの（約８m２分）と、温水マットとの段差

を解消するためのダミー用（適宜）で、三六

版７枚程度が必要です。

¡その他施工に必要な資材

（2）ガス会社の“推奨カタログ”への掲載に関する

申請は、直接当該ガス会社の窓口へお問い合

わせください（当センターではお取り次ぎで

きません）。

（3）試験終了後、試験体を解体（基準床より上の

部分）していただく際に発生する廃棄物は、

原則として依頼者様にお持ち帰りいただくこ

とになっております。当センターでの処分も

可能ですが、その際には廃棄に係る手数料が

別途発生しますので、この点をご了承くださ

い。

（4）本試験は、試験開始から終了まで46日、事

前・事後の作業等を含めますと２カ月程度が

必要です。また、ご依頼の多い試験ですの

で、正式なお申し込みから、試験実施まで、

しばらくの期間お待ちいただくことがござい

ます。これらの点をご了承ください。

【試験料金】

　472,500円（うち、消費税相当額22,500円）

※試験実施および試験成績書（正副各1部）の発行

を含みます。

【その他】

¡試験実施中の依頼者様の立会・状況確認に関

しましては、経過報告とは別にできる限りご

希望にあわせて実施しておりますので、担当

者までお知らせください。

¡試験体の施工、解体に関しましては、ご相談

に応じることが可能ですので、お気軽に担当

者までお知らせください。

　本試験に関するお問い合わせは、下記担当

者、またはinfo-tbtlまでお願いします。

　<試験担当>
かん

　　環境・防耐火試験部　咸　哲俊

　　電話：029-864-1745　FAX：029-864-2466

　　またはinfo-tbtl@tbtl.org

（途中経過のご報告あり）
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技術・評価部　藤田 哲典�

太陽熱利用機器が�
優良住宅部品（BL部品）に認定�
－助成事業を後押し－�

　家庭で使用されるエネルギーの大半を給湯・暖

房エネルギーが占める中で、住宅分野において創

エネ（省エネ）効果の大きい太陽熱利用システムの

普及促進にも大きな期待が寄せられている。財団

法人ベターリビングは再び脚光を浴びている太陽

熱利用システムを、昨年12月15日に優良住宅部品

（BL部品）の認定対象として新たに加えた。これは

現在進められている自治体の助成事業の後押しと

なり、消費者ニーズにも応えていると言える。

　当財団では、昭和55年より｢太陽熱利用給湯シ

ステム｣の認定を行ってきたが、市場動向に鑑

み、平成19年４月１日に基準を廃止した。しか

し、その後、東京都をはじめとする地方自治体に

おいて、エネルギー問題、環境問題の解決に寄与

するとされる自然エネルギーを利用する太陽熱利

用機器の普及拡大が急速に図られることとなっ

た。これを受け、以前の基準を見直すとともに、

自然循環型と強制循環型に加えて、新たに太陽熱

により暖められた空気をダクトで室内へ送り暖房

に使用する空気集熱型についても認定の対象と

し、「環境の保全に寄与する特長」をもったBL-bs

部品として認定するための認定基準として新しく

平成20年12月15日付けで制定した。その後、平成

21年３月31日付けで、第一号認定を行い、平成21

年11月30日時点で7社の製品を優良住宅部品とし

て認定している。（表参照）（BL部品データベー

ス：http://www.cbl.or.jp/bldb/）「BL-bs部品」（BL-

bs：Better Living for better society）とは、様々

な社会的要請への対応を先導するような特長も有

する優良住宅部品であり、認定されたBL-bs部品

「太陽熱利用システム」には、図のマーク（例）を表

示する。

¡自然循環型：集熱部と貯湯部の間を自然循環

作用によって熱輸送を行い、給

湯を行うシステム

¡強制循環型：集熱器と蓄熱槽の間を強制循環

によって熱輸送を行い、給湯及

び暖房を行うシステム

¡空気集熱型：集熱器で暖められた空気をファ

ンにより強制的に室内に送風

し、暖房するシステム

太陽熱利用システムの認定一覧（平成21年11月30日時点）
企業名（50音順）�

ＯＭソーラー株式会社�
株式会社サンジュニア�
�
長州産業株式会社�
�

株式会社長府製作所�
�
有限会社チリウヒーター�
株式会社ノーリツ�
�
�
矢崎総業株式会社�

認定番号�
BLSO060914�
BLSO050914�

�
BLSO010813�

�

BLSO020813�
�

BLSO070914�
BLSO030813�

�
�

BLSO040813

名　　　称�
ＯＭソーラーシステム�
スーパーサンジュニア�
エコシステム�
デザインソーラー�
太陽熱温水器�
太陽熱温水器 エコワイター�
太陽熱利用システム エネワイター�
強制循環式ソーラーシステム�
ノーリツ　ソーラーシステム　スカイピア�
太陽熱温水器　ゆワイター　ゆ太郎�
太陽電池付住宅用ソーラー　ソーラーシャワー　あつ太郎�
住宅用ソーラーシステム　あっちっちE�
住宅用ソーラーシステム　あっちっちK�
住宅用ソーラーシステム�
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　次に優良住宅部品評価基準の中で要求してい

る性能の一部を紹介する。

¡集熱性能：自然循環型・空気集熱型8,374［kJ/

（m2･day）］以上、強制循環型12,557［kJ/（m2･

day）］以上

¡貯湯部（又は蓄熱槽）の保温性能（熱損失係数）：自

然循環型5.81［W/K］以下、強制循環型・空気集熱

型3.5V＋5.81［W/K］以下（V：蓄熱槽容量［m3］）

¡有効出湯効率：自然循環型75％以上、強制循

環型・空気集熱型80％以上

　また機器の性能だけではなく、製造・流通

時、使用・施工・取り外し・更新時等における

環境配慮、適切な供給体制及び維持管理体制等

の確保、基本性能・使用・維持管理・施工に関

する情報提供等についても要求事項として規定

している。

◆東京都の住宅用太陽エネルギー利用機器導

入促進事業補助金の対象

　東京都においては、財団法人東京都環境整備

公社と連携し、平成21年度及び平成22年度にお

いて、都内の住宅に太陽エネルギー利用機器を

設置する方に対して、その経費の一部を補助す

ることにより、４万世帯へ の太陽エネルギー利

用機器の導入を促進することとしており、優良

住宅部品（BL-bs部品）として認定した太陽熱利用

システムは、この補助金の対象となる。また東

京都と同様に優良住宅部品を補助金の対象とし

ている自治体も増加している。

◆BL-bs太陽熱利用システム普及キャンペー

ンについて

　当財団は社団法人ソーラーシステム振興協会
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建設技術審査証明事業（住宅等関連技術）
完了案件のご紹介

　平成21年４月から９月に、技術審査証明を発行した案件は以下の通りです。
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日本トリート株式会社�

　「BLつくば」第７号：平成20年度評定業務の紹介（58ページ）において、一部記載に誤りがありました

ので、訂正させて頂きます。また誤記につきまして、関係各位にご迷惑をおかけしましたことをお詫

び致します。

お 詫 び と 訂 正

評定 CBL FP004-08 平成21年１月23日�ATTコラム工法における引抜き方向の許容支持力� 新日本製鐵㈱、㈱テノックス�

評定書番号� 評定書交付日� 件　　　名� 申　請　者�

基礎・地盤評定�

（誤）�

評定 CBL FP004-08 平成21年１月23日�ATTコラム工法における引抜き方向の許容支持力� 旭化成建材㈱、㈱テノックス�

評定書番号� 評定書交付日� 件　　　名� 申　請　者�

基礎・地盤評定�

（正）�
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印　　　刷　株式会社かいせい

　「BLつくば」第８号も何とか無事に刊行する事が出来ました。次号の担当の方に

バトンタッチ出来てホッとしているという所が正直な感想です。楽しんで頂けましたでし

ょうか？�

　本号では、前号までとは若干志向を変えて“特集コンセプト”を掲げ編集活動をお

こないました。今号の特集コンセプトは少し重たいテーマではございますが、“生産者

とユーザーの信頼構築”に致しました。本号を御拝読頂き、改めて「信頼」につい

て少しでも考えて頂けたら幸いです。�

　「信頼」というワードは、人が二人以上存在して初めて成立する言葉だと考えます。

私は常日頃、世の中は人と人とで成り立っており、決して一人では生きてはいけないと

思っております。人間一人の力なんて微力なもので、「三人寄れば文殊の知恵」で

はないですが、二人、三人…と集る事で、二倍、三倍はたまた数十倍の力が発揮出

来るのではと考えます。また、本誌の中の言葉を拝借させて頂きますと、「信頼」に

は「相互理解」が必要であると考えます。その為には、人と人との繋がりやコミュニ

ケーションが非常に重要となると常に思っております。�

　我々ベターリビングも、｢BLなら信頼できる。BLの試験結果ならば信頼できる。｣ と

言って頂ける様、努力し続けなければならないと思っております。その為にも、御依

頼者と私たち職員がスクラムを組む事で、より良い信頼性の高い試験等がおこなえると

考えます。�

　最後に、本誌が無事刊行出来たのも、多くの人に御助力頂き、人と人が繋がりな

がら作成されたからである事は言うまでもありません。御執筆いただいた方 を々はじめ

関係各位にこの場をお借りして深く御礼を申し上げます。�

服部 和徳�
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